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はじめに

立法や行政には市民参加が当然とされているが、裁判にも市民が参加す

ることによって民主的司法制度を確立し、国民主権を司法の分野でも実現
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させるべきであることがいまや世界的な潮流となっている。２１世紀のある

べき司法の姿とされている「司法の民主化」は、もはや各国の司法制度改

革における共通の課題である。

市民の裁判参加は各国において様々な形で行われているが、英米法系の

アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどで

定着している陪審制(1)と、大陸法系のドイツ、フランス、イタリア、スウェー

デンなどで行われている参審制(2)が代表的である。また、陪審制と参審制

の中間的な形態を採用するデンマーク、ノルウェー、オーストリア、日本、

韓国などの国もある。一方、社会主義法の範囲に属する中国では、人民陪

審員と呼ばれる中国型の参審制が導入されている。

陪審制は、裁判官が排除される「民意による裁判」と言われるが、参審

制は、裁判官と参審員の「共働」が特徴である。市民が裁判手続に参加し

ていく方式としては、いずれの制度にも特色があり、どちらが優れている

か一概に言えない。むしろその方式はその国独特の歴史と現実、そして裁

判に対する国民の考え方が色濃く反映され、司法制度における民主的基盤

を確保する普遍的な価値を持つ部分と、それぞれの国々に特有の部分を合

わせ持っている。

市民の裁判参加の典型は、言うまでもなくアメリカの陪審制度である。

アメリカの司法制度は、陪審制抜きには語れないほど、裁判における陪審

の役割は重要な意味をもっている。アメリカ建国以来の歴史を持っていて、

社会・政治の基礎を形づくっている陪審制度は、もはや単なる裁判制度を

超えてアメリカ文化の－大特徴ともなっている。

日本ではかって陪審制度が存在していた時代もあったが、現在の司法制

度改革の３本柱の一つである「国民の司法参加」の目玉として導入された

裁判員制度は、幅広い国民参加、裁判員と裁判官の協働作業、重大な刑事

事件に限られるというところに最大の特色がある。いわば陪審制的な参審

制で、世界的にみてもユニークな制度であるとされている(3)。

社会主義的な「人民司法」の理念によって創設された中国の人民陪審員
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制度も、中国における裁判の民主`性を示す－つの重要な原則として、高い

位置づけが与えられている。その対象事件の範囲は、社会的影響が比較的

大きな刑事、民事、行政事件の全般に及んでいることや、人民参審員の選

任手続、育成訓練及び管理監督などにおいても、国民主権を基本原理とす

る大陸法系の参審制と相違する特異`性を有している。

アメリカ法の影響を強く受けながら三権分立の原則に基づいた日本の法

制度と権力分立制をとらない社会主義中国の法制度とは本質的に異なって

いるにもかかわらず、いわゆる東アジア文化圏に属する両国がともに陪審

制ではなく参審制を選んだ背景には、国家体制と法制度の差異を超えた共

通の法社会的または法文化的な要素があるようにも思われる。

東アジアでは、裁判システムの相違からアメリカの陪審裁判に対して疑

問を抱く者が少なくない。日本ではこうした疑問が表面化したのは、１９９２

年１０月にルイジアナ州で起きた名古屋の高校生服部君射殺事件が発生した

ときであった。ピアーズ被告が正当防衛として無罪の陪審判決が下された

結果に対し、「日本人は漠然と疑問を抱いたのは記憶に新しい。これは、

日本で同じ事件が起きれば、ピアーズ被告は恐らく過剰防衛で有罪判決を

受けた可能性が高いと思われたからである｣(4)。

中国ではアメリカの陪審裁判に対する疑念が顕在化したきっかけは、

2004年７月にニューヨーク州で起きた中国天津市在住の趙燕殴打事件であっ

た。アメリカ・カナダの国境にあるナイアガラの滝で観光していたビジネ

スウーマンの趙燕が、たまたま米国士安全保障省の税関・国境警備事務所

(CBP・UnitedStatesCustomsandBorderProtection）の建物の前を通った

際に、大麻所持者を拘束したローズ警官に容疑者の一味と間違われ、顔に

ペッパースプレーを吹き付けられ、倒れた後も殴り足蹴するほどの暴行を

受けた。翌年９月、ローズ被告にテロ攻撃に対処するための法的措置とい

う理由で無罪の陪審評決が下されたが、この結果に対して中国人も一様に

驚いた。人々はこれがアメリカの司法手続には人種やマイノリテイ文化に

対する差別的傾向がなお存在している証であると憤り、陪審制度にも大き
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な疑問を抱いた。

射殺や殴打事件そのものも不可解であるうえに、日本や中国なら間違い

なく有罪とされる被告が無罪放免になったという事実はさらに理解を超え

ているように見えた。無罪判決の結果は、被害者とその家族及び彼らを応

援した多数の市民に大いに落胆させた。しかし、アメリカでは驚くどころ

か、むしろ予想した通りの結果になったと言っていい。

1995年10月に０J・シンプソン被告への無罪評決は、あまりにも有名な陪

審裁判例として日本でも中国でも衝撃的であったが、アメリカ国内でもこ

の結果に不満や疑問を持っている者も少なくない。ところが、アメリカの

陪審制は、なぜか社会的コストの極めて高い制度であるにもかかわらず、

司法の不可欠な要素として揺るぎないほど社会の中に根づいている。

アメリカ陪審制のような市民の裁判参加制度は、なぜ日本や中国のよう

な東アジア諸国で適さないものと思われるのだろうか。アメリカの陪審制

度と日本の裁判員制度及び中国の人民陪審員制度は、いずれもそれを支え

る自国の文化や歴史の中に存在している。本稿は、それぞれ異なる文化と

歴史的背景に根差した３カ国における市民の裁判参加制度を中心に、とり

わけアメリカで無罪になったいくつかの陪審裁判事例を素材として、刑事

陪審の仕組み、役割および評決基準、陪審裁判に少なからず影響を与えた

法律以外の諸要因を踏まえたうえ、アメリカ社会における陪審制の究極的

意義を探ると同時に、アメリカ陪審制との比較における日本の裁判員制度

や、社会主義的な「人民司法」の理念に基づく中国の人民陪審員制度の特

質、及びそれらの制度を取り巻く独自の歴史的、社会的、法文化的な諸要

素についても比較的考察を加えることにより、政治体制や文化伝統を異に

する国々における「裁判への市民参加」を実現する形態の多様`性への理解

を一層深めながら、当該分野の研究に新しい視点と示唆を与えようと試み

るものである。
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Ｌアメリカにおける市民の裁判参加

1．陪審裁判と無罪判決

（１）司法制度の核心をなす陪審制

アメリカの司法を語るにあたって、裁判に市民を関与させるメカニズム

である陪審制の検討は欠かせない。刑事事件の陪審には被疑者の起訴・不

起訴を決定する大陪審（GrandJury）と、起訴された被疑者の有罪・無

罪を審理する小陪審（PetitJury）とがある。起訴陪審とも呼ばれる大陪

審は、連邦の裁判手続では16人以上23以下と定められている。連邦の小陪

審は伝統的に12人の陪審員により構成され、刑事・民事事件を審理するの

で、審理陪審とも呼ばれる。

アメリカ憲法は「公平な陪審」による審理を保障している（修正６条)。

公平な陪審とは、地域住民の横断面を示すように選ばれた陪審である。そ

のためには、公平な陪審員の選任（VoirDire）が求められる。陪審候補

者名簿がコミュニティの構成員を公平に反映するように作成されなければ

ならず、人種、‘性別、出身国などを理由に特定のグループを排除してはな

らない。陪審候補者名簿から無作為に抽出された者が裁判所に呼び出され、

その中から個別の事件を審理する１２人の陪審員が選任される。公正の名簿

から無作為に抽出されたのであれば、公平な陪審選任の手続が踏まれたと

される。個別事件の審理に当たる陪審については、コミュニティの人種構

成を反映することは求められない(5)。

連邦陪審選任法によれば、次の資格を充たす者は陪審の義務を負う。①

18才以上のアメリカ市民で、その裁判区に1年以上居住している。②陪審

資格用紙に記入するための英語を読み、書き、理解できる。英語も話せる。
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③陪審義務に支障のない心身の能力を持っている。④重罪について有罪の

判決を受け、または起訴されていない。陪審員になることは、市民の義務

の一つであるため、陪審候補者に指名された者は、出廷通知を無視し、ま

たは回答することを拒否することは認められない。辞退のための合理的事

由を有する者は、州法の規定に基づく免除申請をしなければならない。出

廷命令を違法に拒否する者は、逮捕され、かつ、起訴により罰金、禁固刑

に処せられる等の罰則が課せられる。

陪審裁判の手続としては、まず①陪審員を選定し、ついで②裁判官と陪

審員の面前において、両当事者の弁護人または訴訟代理人が証拠を提出し、

それぞれの立場で法廷に現れた証拠に基づいて弁論を行う。さらに③裁判

官が陪審員に対して、事件の法的争点、適用すべき法ルール、評議におい

て留意する点を説示する。その後④陪審員は別室に移って評議に入る。法

廷での証人の証言と採用された証拠に基づいて、陪審全員が合意する判定

を見いだす共同作業である。各陪審員が全く平等の立場で、自由に意見を

述べる。陪審長が互選されるが、その役割は評議を進行させ、評決の結果

を法廷で裁判官に伝えることである。⑤評議の結論として陪審評決が出さ

れる。連邦裁判所においては陪審の評決は全員一致が原則である。全員一

致の結論にどうしても到達できない場合（hungjury）には、審理無効と

なり、新しく陪審員を選定して審理をやり直すこととなる。州裁判所では、

一定数を超える多数決による評決を認めるところもある。⑥陪審評決が公

開の法廷で裁判官に報告される。評決は有罪か無罪かの結論のみで、その

理由も根拠も示されず、説明は一切ないし、陪審員はその評決について責

任を問われることもない。陪審員の任務はその事件１回限りで、評決を下

せば終了する。その評決が普通の人間であれば到底そういう結論になりえ

ない程不合理なものでない限り、裁判官はその評決に従って判決を下す。

⑦陪審による無罪判決は最終決定であり、検察側は控訴することもできな

い。無罪の評決を受けた被告人は即刻、自由の身になって法廷を出てゆけ

るが、有罪の評決を受けた被告人は控訴することができる(6)。
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陪審はアメリカの裁判において大きな力を持っている。その役割は、第

１に、法廷に現れた証人の証言、提出された証拠に基づいて、事件の事実

を審理し認定することである。陪審員が事実審理を担うのは、市民の常識、

コミュニティの良識を裁判に反映させるためである。裁判で問題になる社

会通念、公序良俗の内容は、多分に事実にかかわっている。市民が健全な

社会常識に基づいて判定できる事柄である。むしろ常識ある市民による事

実についての集合的判断は、法律専門家より確かであるかもしれない。第

２に、認定した事実に裁判官の示す法を適用して、無罪か有罪かを判定す

ることである。裁判官は制定法の条文、判例法のルールの中から、その事

件に適用される法を確定し陪審員に説示する。すなわち、「法律問題は裁

判官に、事実問題は陪審員に」といわれるように、陪審員と裁判官はそれ

ぞれ異なる役割を分担する(7)。

陪審制の長所としていわれていることは、①市民が裁判に参加する機会

を与え、司法の民主化に繋がる。市民は陪審員として法の運用の重要な一

端を担い、裁判の実態を知るのである。陪審が裁判に加わることによって、

法の専門家である裁判官の判断が正しいか否か、法の論理が市民の常識に

適うか否かをチェックできる。次に、市民の法意識が高まることである。

陪審員を経験した場合、その実践的教育効果は計り知れない。短所として

は、①高度の技術が争点となっている事件における一般市民である陪審員

の専門的知識への理解度の不足、②陪審裁判になった場合の、裁判におけ

る真の正義の実現への`懐疑がいわれている。その背景には、アメリカでは

法廷論争をした場合、どちらが正しいかまたは真実かというよりは、どち

らの意見の方がより説得力があるかという部分に力点が置かれがちである

ため、法的に分析して相手側に完全に勝つ内容の状況であっても、その勝

訴への保証はなく、最終的に一般市民である陪審員がどう判断するかにか

かるという事情がある(8)。
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（２）無罪となった陪審裁判事例

アメリカでは、陪審裁判を扱う小説、映画、テレビドラマは数多いし、

1995年10月に起きた世紀の裁判といわれた０１シンプソンのような有名人

に無罪判決を下した陪審裁判は、アメリカ国内のみならず、世界中の人々

の注目を集めた。それだけアメリカの陪審裁判には観客が予想できないス

トーリー展開の意外`性、つまり面白さがあるからであろう。しかしながら、

外国人としての個人がアメリカで訴訟に巻き込まれ、当事者として陪審裁

判に当たる場合は、こうした予見できない部分が実に厄介である。

1992年にルイジアナ州で起きた日本名古屋市の高校生服部君射殺事件は

その一例である。１０月17日、ルイジアナ州バトルルージユにおいて、16才

の高校生服部君は、ハロウィーンの仮装をしてロドニー・ピアーズ

(RodneyPeairs）家へ入り、誤って同氏に射殺された。その後、1993年５

月にピアーズに正当防衛として無罪の判決が下された。この陪審裁判の結

果は日本で大きな驚きで迎えられ、服部君の家族及び彼らを応援した多数

の市民を大いに落胆させた。

2004年にニューヨーク州で起きた中国天津市の趙燕殴打事件ももう一つ

の実例である。７月21日夜、３７才の趙燕と２人の女`性友人と一緒にアメリ

カとカナダの国境付近のバッファロー市に位置するナイアガラの滝を観光

して帰り道で、たまたま米国士安全保障省の税関・国境警備事務所を通り

かかった際、建物内でロバート・ローズ（RobertRhodes）警官が－人の

黒人を組み伏せている様子を偶然に見かけ、好奇心で覗いてみたところ、

当時現場で麻薬密輸事件の調査をしていたローズ警官に挙動不審を疑われ、

建物に入ろうと手まねで合図された。３人が玄関の外で薦膳しているとこ

ろ、ローズ警官が怖い表情で中から突っ走ってきて３人を捕まえようとし

た。２人の友人はかろうじて現場から逃げられたが、趙燕がいきなりペッ

パースプレーをかけられて顔が腫れ上がるほどの殴打を受けて負傷した。

その後、趙燕は麻薬密輸者の容疑者と全く関係のない道行く人であること

を証明ざれ釈放されたが、その傷だらけの顔を腫れ上がらせた同胞女性の
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姿に中国のマスコミは「アメリカの蛮行」と大きく報道し、中国政府から

民間まで広く波紋を投じた。

翌日の22日、国土安全保障省は、武力の過剰使用による傷害容疑でロー

ズをニューヨーク州バッファロー市の西部連邦裁判所に告訴したが、８月

１１日、連邦大陪審はローズを公民権侵害容疑で正式に起訴した。有罪となっ

た場合には、最高10年の懲役と25万ドルの罰金が科せられる。ところが、

１年後の2005年９月８日に、陪審団は、３週間にわたる審理と３時間余り

の審議を経て、テロ攻撃に対処するための法的措置（lawenfbrcementfbr

terroristattacks）との理由でローズ警官に無罪の評決を下した。この陪審

裁判の結果は中国で大きな反響と憤慨を呼んだ。中国駐ニューヨーク総領

事館は、直ちにこのような判決に衝撃と遺`憾の意を示した声明を発表した。

服部君と趙燕氏が偶然にも被った不幸な出来事はアメリカに憧れていた

彼らにとっては実に悔しい悲劇とも言える。趙燕は事件後、記者の取材に

対し、自分がいつもアメリカの警官が非常にハンサムで背が高くて強いと

思っているが、彼らが女性に暴行を加えるなんて思いも寄らなかった、そ

して、ビジネスウーマンとして自分には非常に自信があったが、今はその

自信が完全に消え去った、２５階にある友人宅に泊まっているが、時には飛

び降りようとも考えていた、「身体の痛みよりも精神的屈辱のほうがもっ

と酷かった｣(9)と、複雑な心境を語った('０１。法廷でも、自分は以前からア

メリカの警察官に良い印象を抱いてきたが、アメリカの警察はこんなに悪

質な行為をするなんて信じられない、また、教科書から読んだナイアガラ

をこの目で見るのは童年時代からの夢であったと、`悔しそうに証言した(''１。

｢アメリカを愛した少年」服部君も、やはり第一希望の留学先として選ん

だアメリカを「第二の故郷と堂々と呼べるようになる」こと、「日本とア

メリカの掛け橋になる」ことを目指していた('2)。

同じく武力過剰行使の容疑によって起訴きれた警官が陪審裁判で無罪放

免になった事例として1991年にロサンゼルスで起きたロドニー・キング殴

打事件も想起される。1991年３月３日、黒人男性ロドニー・キングがレイ
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クビューテラス付近でスピード違反を犯し、ロス市警によって逮捕された。

その際、２０人にものぼる白人警官が彼を車から引きずり出して、装備のト

ンファーバトンやマグライトで殴り足蹴するなどの暴行を加えた。たまた

ま近隣住民が持っていたビデオカメラでこの様子を撮影しており、この映

像が全米で報道されてから黒人達の激しい憤りを招いた('3)。

この事件でビデオに映り身元が分かる白人警官３人（ステーシー・クー

ン巡査部長、ローレンス・パウエル巡査、ティモシー・ウィンド巡査）と

ヒスパニック系警官１人（セオドア・ブリセーノ巡査）の計４人が起訴さ

れた。そして、事件発生から１年経過した1992年４月29日に、主に白人に

よって構成された陪審団は、警官達の「キングは巨漢で、酔っていたうえ

に激しく抵抗したため、素手では押さえつけられなかった」との主張を全

面的に認め、無罪評決を下した。実際はおとなしく両手をあげて地面に伏

せたキングが無抵抗のまま殴打された。キング側は、「警官の暴行は人種

的な背景によるもので、頭部を殴打されたため脳に回復不能の障害が残り

視力低下や頭痛、集中力欠如などの後遺症に苦しむ」と主張し、医療記録

にも顎を砕かれ、足を骨折、片方の眼球は潰されていたとされたが、裁判

では認められなかった(M)。

警官への無罪評決が下されたこの日、評決に怒った黒人達が手の付けら

れない暴徒と化し、ロサンゼルス市街で暴動を起こして商店を襲い、放

火や略奪を始めた。また、小規模な暴動及び抗議の動きは、ロサンゼルス

だけではなく、ラスベガス、アトランタ、サンフランシスコをはじめとし

たアメリカ各地、及びカナダの一部にまで波及したようである。「本部長

は辞任せよ」「４人の警官は全員有罪だ」「暴力警官からバッジを取り上げ

ろ」のプラカードを掲げて抗議デモをしたグループもあった。暴動鎮圧の

ために、4,000人を超える州と連邦の部隊までが投入され、さらには司法

省が、公民権法、人種差別行為禁止規程違反の容疑でFBIによる再捜査を

アナウンスするなどの努力によって、６日間に渡った暴動はようやく収束

を見た。しかし、暴動による被害は死者50～60人、負傷者約2,000人を出
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し、放火件数は3,600件、崩壊した建物は1,100件にも達した('5)。

ロス暴動後、ロドニー・キング殴打事件の再審理を求める世論が盛り上

がり、FBIが公民権法違反で再捜査を行った。再審理の結果、指揮を執る

立場にあったクーン巡査部長と直接関与したパウエル巡査の２人が有罪評

決を受けた（ブリセーノ巡査とウインド巡査は無罪)。ロス郡の連邦地裁

陪審団は、同市に対しキング氏に約382万ドルの賠償金を支払うよう評決

を下した('6)。

前述のように、アメリカの陪審制は大陪審と小陪審に分けられているが、

上述した諸事件のいずれも大陪審の審理を経て起訴され、また小陪審の刑

事陪審と民事陪審にもかけられた事件であった('7)。

（３）刑事陪審の評決基準

検察側が12人の陪審員を合理的な疑いを超えるまで（beyondareason-

abledoubt）説得しえなければ、被告人を有罪にすることができないのは

刑事陪審の基本原則である。そして、被告人が裁判で有罪と認定されない

限り、無罪と推定されるという刑事手続原則から、検察側には公訴事実の

すべての要素を合理的な疑いを超えて証明する責任があるとの原則や、

｢疑わしきは被告人の利益」との原則が導かれる('８１。言い換えれば、被告

人が起訴されている犯罪の構成要件について、すべて「合理的な疑問の余

地がなくなるまで」というとても高い立証水準が満たされているか否かを

判断するのが陪審の役割である。その機能は、なるべく無実の市民が、捜

査当局の誤りや嫌がらせによって投獄されないようにするものであるu,)。

刑事陪審と民事陪審の評決の仕方や基準は大きく異なる。刑事裁判にお

いては、連邦及び各州（６州を除く）では、陪審の有罪又は無罪の評決に

は陪審員の全員一致が原則であるのに対し、民事裁判では、９人以上の多

数決で結論を出すことができる。無罪推定の原則の下では、刑事裁判の陪

審員は「合理的疑いのない程度の立証がなされたか」という基準で判断す

るのに対し、民事裁判の陪審員は「証拠の優越の程度の立証がなされたか」
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という基準で判断する。服部事件及びシンプソン事件の場合、訴追側の証

拠は、合理的疑いのない程度の立証には足りなかったが、証拠の優越の程

度の立証には十分であった。その結果、刑事裁判では無罪、民事裁判では

有罪という結論となったのである(20)。

日本では江戸時代の「お上によるお裁き」以来、「裁判所は真実を発見

してくれる場所」という意識が一般的にあるようであるが(2')、中国でも

｢事実を根拠とし、法律に依拠する」という裁判原則があり、刑事裁判の

役割は犯罪事実の発見である。これに対し、アメリカの刑事裁判では、無

罪推定と検察官の合理的疑問を越えた立証責任を原則とされているので、

刑事裁判は、裁判官または陪審員が真犯人を探すのではなく、検察官の立

証に合理的疑問があるか否かを判断することである。「合理的疑問はない」

が有罪（guilty）であり、「合理的疑問が残る」は無罪（notguilt）である

が、刑事裁判でいう「無罪」は、合理的疑問が残る結果としての「有罪と

はいえない」という意味である。シンプソン裁判でも、陪審員が裁判官か

ら問われたのは、「検察側の証拠に合理的疑問があるかどうか」であって、

｢シンプソンが真犯人かどうか」ではない。「合理的疑問がある」と判断し

た場合、被告を無罪にすることは陪審の法律上の義務である。無罪評決は、

｢検察官の証拠には合理的な疑問が残る」という陪審の回答に過ぎず、「シ

ンプソンが事件と無関係」と言っているわけではない(22)。この裁判を担当

した陪審員らも、「私たちは.シンプソンが無実だと結論したわけではない｣(23）

と弁明し、ある白人の陪審員は「０J・シンプソン氏がやったのではないか

と思う。しかし、証拠は十分でなかった。法律が有罪にしてはならないケー

スであった」と述べていた(24)。また、趙燕事件の無罪評決が出された後も、

担当検事は、「ひどく失望した。非常に憤慨している」と、なぜアメリカ

の司法制度がこのような判決を下すのか全く理解できない気持ちをあらわ

にした(251と同時に、弁護士を介して趙燕に一通の文書を渡し、その中で

｢貴女はこの裁判結果に不満であろうと十分に承知しているが、どうか次

の２点をぜひご理解ください。その１、陪審団はすでに本件に関連するす
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べての証拠を見聞きした。その２、被告人が「無罪」と評決されたが、そ

れは必ずしも被告人が「無実」と言っているわけではない」と釈明して陪

審制度への理解を求めたという経緯があった(261。

民事陪審では裁判官があまりにも内容のおかしい評決を調整したり、覆

したりすることができるのに対し、刑事陪審では一度無罪判決が出てしま

えば、裁判官はそれを変えたり、再審させたりすることはできない。証拠

だけに基づいて陪審員だけで評決を出すのが鉄則である(27)。陪審の評決は、

結論のみを示し、陪審員はそこに至る理由を示す必要がなく、評決の内容

について責任を取らされることはない一般評決が原則であるため、陪審が

故意に法を無視した評決を下すことは事実上可能である。この「陪審によ

る法の無効化Ourynullification)」と呼ばれる鉄則は、陪審に一種の「法

律を無視するパワー」を与えている。つまり、被告人が無罪評決を受けた

のは、陪審団が、検察側が提示した証拠が不十分であったと評価したため

なのか、被告人には社会通念上、同情すべき特殊な事`情があると評価した

ためなのか、違反があったとされる法律そのものを社会常識から極めて逸

脱していると評価したためなのか、知る術はない(281。この「陪審パワー」

が発揮された社会問題が少なくないとされるが、服部事件は典型的な一例

と言えるかもしれない。

アメリカでは、陪審審理を選ぶか、裁判官審理を選ぶかについては自由

に選択することができるが、1966年に発表された大規模な調査によると、

裁判官と陪審員の判断が一致する率は、刑事・民事事件ともに75％を超え

た。ただし、意見が分かれる場合には、民事事件では有意な傾向は見られ

なかったが、刑事事件では陪審の方が無罪に傾く傾向が見られた。この結

果については、意見が分かれるのは事実認定が難しく裁判官でも判断が微

妙な事件ではないか、また陪審員が「合理的疑いを超える証明」について

高い要求をしているからではないかといった指摘がなされている(29)。した

がって、法律家の意見では、本当に無実ならば、裁判官審理を選択する。

陪審では誤って有罪になる確率が高い。しかし、本当は真犯人であるが、
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検察の手持ち証拠が少ないことが分かって、逃げられるものなら逃げたい

という場合には陪審審理を選ぶ。陪審はそれを誤ってくれる確率が高いか

らである(30)。服部君家族の通訳として服部事件の裁判に出席したルイジア

ナ州立大学社会学部の賀茂美則教授は、この裁判は陪審員制度を不完全な

形で運用した場合の欠点を露呈した一例で、「法による正義」からは程遠

いケースであると`憤っているのは私だけではないはずであるとコメントし

たが(31)、趙燕事件の無罪評決に対し、バッファロー州立大学中国研究セ

ンター長である張傑教授のコメントも中国人の一般的な考えを代表してい

るものと言えよう。「これは確かにアメリカ司法制度の－大特徴である。

この司法制度のもとで容疑者に有罪の判決を下すのは非常に難しいが、責

任から逃れるのは容易である｣(32）と。

刑事陪審にはこうした－面があるためか、陪審裁判が不当な無罪判決を

増加させ、その結果、「犯罪者天国」を作ってしまわないかという懸念か

ら、アメリカで強調される陪審制度の「機能」がアジア諸国においてむし

ろ「欠陥」と思われることがある。確かに、アメリカの実証的研究が示唆

するのは、裁判官に比べて、陪審のほうが相対的に被告人に有利な判断を

行う傾向があることである(33)。例えば、シカゴで行われたある調査結果に

よると、裁判官と陪審の意見が異なった事例の中で、全体の事件の19％で

は、陪審のほうが被告人に寛大な判決をしたのに対して、裁判官の意見の

ほうが被告人に寛大であったのは３％であった⑬ｲ)。陪審員の判断で有罪の

被告人を無罪と評決してしまう誤りは皆無とはいえない。０J､シンプソン

裁判の例を見ても、この事件の報道に接した誰もが「彼がやった」と思っ

ていたが、検察側の証拠収集と提出の暇疵のため無罪になった。この「間

違った結果」を出した陪審裁判が批判される的となった(35)。

しかし、アメリカでは、この問題が「自由社会の代償」として理解され

ている。いわば「陪審制度も人が作り、人が運営していく制度であるから、

完全無欠ではない。誤った評決もある。しかし、誤りをなるべく少なくす

るシステムを作り続けていく以外にない。それは、その社会が払わなけれ
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ばならない代価である｣。「10人の真犯人を逃すとも一人の無事を罰するな

かれ｣、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の本髄とされた精神

を生かすためには、誤判のリスクを覚悟しながらも、公権力サイドが法律

を守っていないと、法律の執行ができないことを徹底させなければならな

い(36)。一方、陪審制度を持たない社会では、事態は全く逆になり得る可能

'性がある。「疑わしきは罰する」結果となり、無実の人間が有罪を宣告さ

れて獄舎に繋がれ、あるいは処刑されてしまう場合もある。それもまた、

その社会が払うべき代価となるが、問題は、どちらが社会にとってより大

きな代価かということである(371。

その答えは陪審の「暴走例」として知られる０J､シンプソン事件に対す

るアメリカ人の考えからも見出すことができる。評決当日のあるテレビ特

集番組で次のような冷静な評価があった。「このケースから何を学び取る

べきであろうか。一つはっきりしていることは、政府が12人の市民をシン

プソンが有罪であることについて、合理的な疑いを超えて説得することに

失敗したということである。それにはびっくりしたかもしれないし、筋が

通らない、あるいは不十分なものと映ったかもしれない。しかし、そのこ

とは非常に重要である。それは自由社会の代償である。制度が機能してい

るということである。自由というものは、時に厄介で、無分別で、予見で

きない、不愉快なものでもある。自由のシステムの働きについて、あなた

は、時には気に入り、時には気に入らないかもしれない。しかし自由社会

の活力のテストとは、その社会がもつ政府機関の運営や改革が、そこに参

加する市民によって行われているかどうかということである。学び続けて

いこうではないか。信頼し続けようではないか。そしてより良いものにし

ていこうではないか｣(38）と。

実際には陪審裁判で無罪の者が有罪とされる事故が非常に稀であること

も既に報告されている。普通の裁判よりも、陪審による裁判の方が冤罪を

生む危険'性が少ない。陪審が「疑わしきは罰せず」の安全弁として機能を

発揮しているからである。無実の被告人を有罪としてしまう誤りを防止す
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市民の裁判参加に関する比較的考察（１）

る機能があるからこそ、アメリカ人は陪審を支持し、裁判所を信頼するの

ではないかと思われる(39)。

２．陪審裁判に影響する他の諸要素

罪の有無が法律以外の要因、たとえばマスコミ、陪審員の感,情、政治的

圧力、それに人種偏見などに左右されるとすれば、「法による正義」を標

袴するアメリカ社会の根底を揺るがす問題である。したがって、何よりも

重要なことは陪審制度の運用の仕方であり、そして、マスコミを通じて広

く知られてしまった事件の裁判における陪審制度の公正さをいかに保障し

ていくのか、法律の解釈と運用が鍵になる裁判において陪審員の感情が果

たす役割をいかに規制するのか、さらに人種差別が陪審制度に与える影響

をいかに排除していくのかが重大な課題となる(４゜)。

（１）陪審員の感`情

アメリカ陪審裁判の主要な特徴の一つは、ゲーム的、闘争的、あるいは

劇的要素が強いと言われるが(41)、陪審裁判のパフォーマンス化の問題も指

摘されて久しい。すなわち、弁護士は、陪審員の同情を引いたり心証を良

くしたりするために、しばしば劇的な弁論を行うため、弁護士のパフォー

マンスではないかとの批判である(421。もっとも、陪審の判断が弁護士の巧

拙によって左右されたと考えられるのは多くとも0.25％程度であるという

実証的研究もあるが(43)、少なくとも服部君射殺事件と趙燕殴打事件の弁護

士はこの戦術を採っていたように見える。

服部事件の無罪評決の後で担当検事も認めていたように、この裁判は弁

護側の感情と検察側の論理との戦いであり、無罪評決は感情が論理に勝っ

た結果であると言えよう。陪審員の暖昧な法律知識の帰結の一つは、被告

や被害者に対する感,情が評決に影響を与えることである。この裁判の場合、

加害者が白人、被害者が日本人であった点、加害者がどうやら善人らしい
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こと、マスコミに大きく取り上げられたこと、及び服部君の両親が、特に

地元ルイジアナでは反対意見の多い銃統制の運動を進めていたこと、そし

て南部の特徴的な文化としての権力への不信感に由来する自己防衛の信念

が強いことも加えて１Ｍ)、最初から感`情的な側面が非常に大きかった。ここ

を巧についた被告人の弁護士は、綿密な論理に基づく教科書的な説明を進

めた検事に対して、法律論に頼らず、徹底的に陪審員の感,情に訴える戦略

で無罪を勝ち取ったと思われる"5)。

趙燕事件の被告人弁護士も、いくつかの角度から陪審員の心を動かすこ

とに成功したと言えよう。まず、「ローズ氏がもう一つの9.,,からアメリ

カを守ろうとしている献身的な公務員である｣(４６）イメージを前面に押し出

した。弁護士は「我々の国境を警備しているローズ氏が起訴されたのは、

アメリカ政府が敏感な米中関係を維持すると同時に、ローズ氏が公開の同

`性愛者として職場で受けた差別について苦情を訴えたことがあるから恰好

な標的となった｣。しかもこの事件のために死の脅迫も受けた(47)と、ロー

ズのやりきれない思いを訴えながら、「それにもかかわらず、ローズは一

度も自宅の外での国旗掲揚を止めたことがなかった。ローズは愛国者であ

り、彼はこの国を愛している｣(48）と強調した。

次いで、「強い政治的圧力」が米中両国の指導部の関心を引きつけたこ

の裁判に影響を与えていることを説明するためか、「誰かがローズを大き

なゲームでの－駒として利用しようと企んでいることは明らかである｣(ｲ9)、

｢不安定な米中関係を一層悪化させる要素を避けるために、ローズが実に

トイレに流されてしまった（officerRhodeswasbasicallyHusheddownthe

tOilet)｣(50）という人の耳目を驚かせるような比楡も使われた。ちなみに、

この起訴決定の背後には何かの政治的な影響があったかについて、この事

件に関与した２人の元閣僚に説明してほしいとのことで、被告人弁護士は、

コリン・パウエル元国務長官とトム・リッジ元米国士安全保障長官を潜在的

な証人リストに入れた（ただし、実際に彼らを召喚することはなかった)(5,)。

さらに、公判前整理手続において、被告人弁護士は、趙燕に武力を行使
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市民の裁判参加に関する比較的考察（１）

した数人の税関検査官の中でローズ氏だけが追訴された原因として、彼が

公開の同性愛者であるため、彼の上司が長い間、彼を厄介払いしようとす

る背景があると主張した'52)。

また、被告人弁護士は、「ローズが何の理由もなく無実の者にスプレー

したわけではない｣(53)。「自爆テロリストはいかなる形、サイズ及びカラー

で来る｣(54）ので、「その夜、ローズは趙燕に質問するために急いで近づい

た際に、彼女が麻薬密輸者かあるいはテロリストか、彼女のハンドバック

に何があったか、武器を携帯しているかを知る由もない。彼は訓練を受け

た職務を行っただけである」と、ローズが「税関及び国境守備手続

(CustomsandBorderProtectionProcedure）に従ってマニュアル通りに、

必要な力だけを行使したに過ぎないと弁明した(55)。この点につき、趙燕の

弁護士は、彼女の外傷が過度な武力行使を行われたことを明確に証明した

としながらも、9.11同時多発テロの後も国境に存在している緊張した雰囲

気や事件当時はちょうどオレンジ色の警告が発せられたことも陪審員の判

断に影響を与えた可能性があると認めた(56)。

なお、被告人弁護士は、ローズが17年間にわたって税関検査業務に携わっ

ており、あと３年で定年退職になるのに、公民権侵害の容疑で有罪が確定

されたら10年以下の懲役となる(57)。そして、彼はこの事件によって給料も

失われたほか、訴訟費用をカバーするために、すでに自宅を売却し、一部

の退職貯金を引き出さざるを得なくなった。しかし、彼は一日も怒ってい

ないどころか、一日も早く１７年間も勤務してきた職務に復帰したいと祈願

していることを陪審員に訴えた(58)。

他方、弁護士は、趙燕が事件の数日後に車椅子に座った姿で記者会見に

臨んだこと、及びアメリカ政府を相手に’千万ドルの損害賠償を求める民

事訴訟を提起しようとすることを理由に、医者が趙燕の外傷の程度では車

椅子を使う必要がないと証言したのに、この訴訟には１千万ドルの「潜在

的な賭け金」があるから、趙燕は「１千万ドルの理由」（mlOmillionrea‐

sons1i）で自分の外傷を誇張して虚偽の証言を「提造する」動機がある
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｢金銭飢餓嘘つき」（money-hungryliar）であると攻撃した(59)。さらには、

趙燕が法廷で何回も突然泣き出して（burstingintotearsmorethanadoze、

times）証言したことに対し、「彼女が検事によって「リハーサル」された

｢良い女優」（goodactress）である｣(60）と椰楡しながら、「陪審員には彼

らが実に１人の女優を見ていることを理解してほしい。もし彼女が泣いた

ときに確かに涙を流していたら、私も彼女の誠実さをより確信できよう。

私は彼女のハンカチの提出を命じ、そこに少しでも涙があったかを見たい

が｣(61）と嫌みを言った。

これは趙燕の不誠実と貧欲に対して目を向かせることによって陪審員の

心証を害するための作戦であったように見える。無罪評決を勝ち取った後、

被告人弁護士は「陪審員が彼らの国のために素晴らしい仕事をした｣(62）と

賞賛した。

（２）マスコミの影響

審理前や審理中の報道によって陪審員に偏見が与えられると公平な裁判

が妨げられるので、報道による陪審員への影響をいかに防ぐかが古くから

の課題である。服部事件と趙燕事件をめぐる日中両国のマスコミの報道か

ら若干の共通点が見られる。すなわち、アメリカの陪審制度に対する理解

不足のせいか、国内メディアには被害者に有利な情報ばかり流される「一

辺倒」の様相を呈し、社会世論をミスリードしたとも言える。被害者には

勝算があるという漠然とした印象が強かった一般民衆は、アメリカ裁判所

から予想外の無罪評決が出された後、大きな衝撃を受けることになる。

服部君が留学先のアメリカ・ルイジアナ州で射殺された事件は当時の日

本社会を驚惰させた。しかし、アメリカでは事件現場以外の町では，さほ

ど注目されなかった。しかも注目されたのは、裁判や事件そのものではな

く、事件に関してアメリカに批判的な日本人の反応、そしてアメリカでの

銃の全面廃止を要求する嘆願書のことであった(631。

センセーショナルな事件の裁判にはマスコミの影響が非常に大きく、公
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正な裁判が行われにくいという事実は、服部事件の裁判からも明らかであ

る。アメリカの場合、地方新聞とローカルテレビ局が一番の`情報源である

が、事件直後からその内容や日本側の反応について地元のマスコミで大き

く取り上げられており、１２人の陪審員は全員、この事件について聞いたこ

とがあると答えた。裁判が始まってからも、陪審員選出の様子、証言内容

を含めた裁判の経過、評決、その後の動静などが地元紙の一面を飾り、ロー

カルテレビ局のトップニュースであった。新聞やテレビから裁判に関する

情報を毎日受け取っている家族の意見に陪審員が影響されないと誰が保証

できようか(")。

趙燕が旅行先のアメリカ・ナイアガラ滝で訳もなく警官に殴られた事件

は中国にも大きな衝撃を与えた。マスコミは事件後長きにわたって報道を

繰り返したが、その殆どは趙燕が無事にもかかわらず殴られたという論調

であった。官製メディアは趙燕を一辺倒に支持したと同時に、アメリカの

人権侵害を非難し、ナショナリズムと反米感情を煽り立てた。アメリカ人

記者は、「それは中国の街角でも感じられる相当な怒りの炎を一層かき立

てた。ある20代の若者は、彼が非常に腹を立てており、この事件は彼にア

メリカが1999年にユーゴスラビアのベオグラード中国大使館を爆撃した事

件を思い出させたと語った。アメリカ政府はこの誤爆について謝罪したも

のの、多くの中国人は今でもその攻撃が意図的なものと見ている｣(65）と嘆

いた。もう一人22才の若者も、「アメリカはいつも中国を含む他国の人権

侵害を非難するが、なぜこのような醜い事件はアメリカで起こったのか。

アメリカはいつも彼らが他国に教えたこととは正反対のようなことをやっ

ているのではないか｣(66）とアメリカ人記者に語った。

この事件の陪審裁判をめぐる中国メディアの報道も趙燕に有利な情報が

大部分であって、一方的な主張による有罪を断定したのに対し、この事件

に対するアメリカ人や米国内メディアの反応を紹介する報道が稀であった。

一般民衆は、アメリカの陪審制度を殆ど理解していないうえ、マスコミの

報道から裁判の進行状況を知るほかないので、一般的に「悪警」と呼ばれ
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たローズ容疑者が間違いなく有罪と判定ざれ刑罰を受けると信じ込んだ(67)。

無罪評決が出される前に、バッファロー州立大学中国研究センター長の張

傑教授は、地元の新聞に対し「この裁判が中国で広く注目されているので、

もしローズが無罪となれば、怒りの反応が必至であろう。特にアメリカ政

府は中国に人権記録を改善するよう圧力をかけた以上、デモや抗議も起き

るかもしれない｣(68）と語ったように、予想外の無罪評決は中国で強烈な反

響を巻き起こしたのである。中国の国`情もあって大規模の抗議行動は現実

に起きなかったものの、インターネットにはいわゆる「ネット上のロス暴

動」が引き起こされた。「アメリカ人を殺せ、犬に餌を！」、「アメリカの

法律は犬の糞です！」、「アメリカの正義なんか信じるな！」、「アメリカは

楽園ですが、それはアメリカ白人の楽園です！」、「中国にいるすべてのア

メリカ人を殴り、それはテロとの戦争だと彼らに教えよう！」、「もしアメ

リカは再びこのような民主主義と自由を我々に売ろうとしたら、それが偽

物だと誰も知っているから、それを買おうとする者がもう居ないわ！」、

｢これはいわゆるアメリカの『法システム』や『人権」を学ぶ生きた教材

です！」といった過激な書き込みがあった(691。

他方、アメリカでは事件発生地の地元メディア以外、主流メディアは趙

燕事件にさほど視線を向けていなかった。ＡＰ通信社や地元の「バッファ

ロー毎日新聞」は、警官が当時麻薬密売人の男を発見し、中国人女`性を仲

間と勘違いした事実等を報じたとともに、この事件についてアメリカに批

判的な中国メディアの反応を大きく取り上げ、反米感情が存在することを

強調したほか、被告人の弁護士の立場が詳細に報道され、ローズが警官と

して17年の勤務歴があり、あと３年で定年になるが、有罪となれば、最高

10年の実刑を受けるだけでなく、職も退職金も失われる可能性があること

も強調された。そして、9.11同時多発テロ事件後、アメリカ政府は国境地

域の警備を強化したので、趙燕事件が起きた時間もちょうどオレンジ色警

戒期にあった。このような大背景の下では、国境都市であるバッファロー

の市民にとって、ローズの行為がむしろ本国の安全と民衆の利益を守るた
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めのものでもあった。

中国の反米世論もむしろ逆効果であった。中国内の一辺倒的な世論と政

府の関与は、かえってバッファロー市民の反発を刺激し、趙燕に寄せてい

た同情も次第にローズへと傾斜しつつあった。裁判期間中、ローズ氏を支

持する市民団体は、裁判所の前にデモを行い、「ローズは愛国者である。

彼はアメリカとアメリカ人を守っている｣、「ローズには罪がない。彼は正

常に公務を執行している」のプラカードを掲げてローズを応援した。デモ

組織者は、「ローズも趙燕も犯罪者ではない。人を間違えて殴打したのは

非常に残念なことではあるが、ローズは当時、趙燕が観光客であることを

知らなかったので、受けた訓練に従って公務を執行しただけであった｣(70）

と、中国人記者に説明した。

事件発生後、趙燕側がアメリカ政府に対し１千万ドルの弁償を求めたこ

とも大げさに報道された。ローズの弁護士は趙が実に正義の実現のためで

はなく金銭のために外傷を誇張して偽証する可能性があるという主張を裏

付ける恰好な材料としてそれを利用した。趙燕の弁護士も、中国のマスコ

ミの過剰報道がかえって趙燕を攻撃する素材と機会を提供したと認めた。

ローズの弁護士は、新聞に掲載されている車椅子に乗ったまま顔中傷跡だ

らけの趙燕の大きな写真や’千万ドルの賠償を報道した記事を持って、法

廷で趙燕が正義の実現よりも外傷を誇張して偽証する金銭的動機があるこ

と、事件をめぐる両国政府の外交的やり取りによって政治化された事件の

背後に何か好ましくない意図があると突っ込んだ(７１)。この点につき、中国

系アメリカ人の元ニューヨーク市警察局長の莫虎氏も、敗訴の一因として、

趙燕が’千万ドルの民事賠償訴訟を提起することは陪審員に彼女が経済利

益のために訴えている印象を与えかねないと指摘した(72)。

(3)政治的圧力の効果

①服部事件一銃規制問題への介入

服部事件の評決に影響を与えたと思われる要素には、アメリカが正当防
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衛及び銃の所持に対して独特な考えを持つことを無視してはならない。ア

メリカにおける犯罪の60％以上の事件で拳銃が使用され、銃による死者は

１日80人に上る背景には、全国で約９千万人が銃を所持し、約２億丁の銃

が出回っているという現実があろう(731。殊に南部では北部以上に銃所持が

一般的である。アメリカ人、特に狩猟が盛んなルイジアナ州の人々にとっ

て、銃を持つ権利とは神聖なるものに等しい。この州の約60％の家庭が銃

を所有しているため、短銃による誤射事件も後を絶たない(7ｲ)。したがって、

服部君射殺事件は、たとえ自己防衛のためといえども、日本から来た罪の

無い高校生留学生を銃で撃ち殺した道義的責任が重いので、国内外の世論

の動向から何らかの起訴をせざるを得なかったものの(751、地元の警察は当

初、この事件を刑事事件として取り上げることをも薦路していたと言われ

る。日常茶飯事のように起こっている誤射事件としか認識されなかったの

であろう。多くの地元住民も、この事件はそもそも刑事事件として取り上

げられる性質のものではないと思っていたらしい(76)。

また、事件の被告人ピアーズが、武器の不正使用に伴う一種の過失致死

罪（misdemeanormanslaughter）として起訴されたことも、陪審の議論を

殺人が正当かどうかを武器の使用が妥当なものであったかどうかの議論に

すり変えてしまったのである。聖域ともいえる自宅に侵入されて銃で応戦

した場合に、アメリカではこのような場合の武器使用は通常正当であった

とされるし、万が一武器使用が不当とされたとしても、misdemeanorman‐

slaughterという軽微な罪に問われるに過ぎない。結局、大陪審起訴の段階

ですでに勝負が付いたと考えられている(77)。

銃所持に対する考え方の相違は事件に対する反応の違いとなって現れて

いた。日本での大きな扱いと異なり、事件直後の地元の新聞、テレビの扱

いは非常に小さなものであった。事件そのものよりも日本での反応がニュー

スとなったのは皮肉な現象ではあるが、その反面、日本での反応はアメリ

カ社会を映す鏡として、つまり日常当たり前だと思って生活していること

が、実に他の社会の基準から見ればいかに常識外れであるかに気づかされ
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るチャンスでもあった(78)。アメリカの日本駐在記者からのニュースでは、

日本の人達は一般的にこの事件を銃規制問題の観点から見ているようで、

服部君の両親もが、日本中からアメリカで銃を無くす嘆願署名を２百万人

近く集めて、アメリカ大使館に持って行ったと報道されたが、日本での反

応は、平均的なアメリカ人、特に南部人の理解を超えたものであった。地

元市民の平均的な反応を言えば、戸惑いから部外者の「勝手な言い分」に

不快感を催し、さらに`憤りへと移り変わっていたといわれるが(79)、一般的

アメリカ人の目にも、この裁判がすでに最初のピアーズに対する刑事責任

の追及や服部君個人に対する正義の実現よりも、むしろアメリカ社会にお

ける長年の政治的懸案でもある銃規制問題への介入に焦点を移しつつある

ように映った(801。

アメリカでは数世紀にわたり、銃の所持権をめぐる政治論争が展開され

てきた。銃器規制の議論が出るたびに言及される米国の憲法修正第２条は、

｢人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない｣とし

て、銃器所持の権利を認めているが、この条文の解釈に対する最近の判断

として、連邦最高裁は2008年６月、自宅での短銃所持を禁じた首都ワシン

トンの銃規制が、市民の銃所持の権利を定めた合衆国憲法修正２条に違反

するとの判決を下した。ブッシュ大統領も当時、「憲法修正第２条は個人

の銃の所持携帯する権利を守っているということを追認した今日の最高裁

の歴史的な判決に私は拍手を送りたい」と声明を発表し、この「画期的判

決（landmarkmling)」を歓迎した(81)。連邦最高裁は2010年６月にも、市

民の拳銃所持を禁止したシカゴ市の条例が合憲か否かが争われた同様の訴

訟で、違憲との判断を下したが、今回はこれを地方自治体の銃規制にも適

用した(82)。

したがって、銃規制問題を殺害事件とリンクするのは、まるでピアーズ

に援助の手を差し延べているようなものと酷評きれた(83)ように、日本から

の銃所持に対する批判は、服部事件の陪審裁判に悪い影響を与えた可能性

があると思われる。実際にも、ピアーズが大陪審を経て起訴されてから、
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この事件に対する一般市民の態度は、日本におけるアメリカでの銃の全面

廃止を要求する運動の展開に伴って変化しつつあった。事件直後に、ピアー

ズに同,情を寄せる人は家族と友人しかいなかったが、ニュースの流れとと

もに、市民の感情も少しずつ変わり、彼を支持する人たちの数が急増した。

彼が起訴されてから48時間後には、ピアーズ家の友人が援助基金を設立し

たが、その事実が新聞で紹介されると、数多くの見知らぬ人たちから激励

の手紙や金銭などがアメリカ全土から届いていた(鋼)。「第２次大戦を始め

た人々が、今度は我々の銃を奪って鉄を溶かし、トヨタの車を作ろうとい

うのか」と、この類の投書や意見がアメリカ各地のマスコミに寄せられ

た(85)。こうした反日感`情が陪審員の心証に影響を与えていないとは言い切

れないであろう。

もっとも、そのような銃所持が当たり前だと信じる人々が陪審員にも選

ばれていた。実際のところ、日本に対する反感はピアーズ裁判の陪審員の

問にもあった。「他の国から来て、私の国をどうしろ、こうしろと言うの

を聞くと腹が立つの。日本国内で何が起きようと、私には関係ないわ。戦

争に勝ったのはアメリカだろう。今度は、日本がアメリカに意見しようっ

ていうの？私は銃規制に反対だし、１人の少年が死んだからって、銃を廃

止しろなんて信じられない」というような感情的な発言をした陪審員さえ

いた(86)。担当弁護士の主張も、この事件の起訴は、日本からの関心が強い

ために強制された政治的措置であり、ピアーズは見せしめとして犠牲にさ

れているというものであった。罪状認否後のテレビインタビューに答えた

市民の中でも、半数以上が同じような考えを持っていたという(87)。

このような文化のもとでは、自分の身が危険にさらされたと思いこみ、

警察に頼らず自分で自分を「守った」結果、よそ者である日本人を射殺し

てしまった被告に対する同情は、同じ事件が北部で起こった場合よりもずっ

と強かったわけである。実際にも無罪評決が言い渡された時、法廷内には

歓声と拍手が沸き上がった(郷)ほど、ルイジアナ州では半数以上がこの無罪

評決を支持していたと思われる(89)。地元住民の反応の中では、「難しい判
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断を迫られた陪審員にならなくてよかった」という声がある一方、「日本

や他の国のマスコミが騒いだせいで、ピアーズがスケープゴートになって

有罪評決を受けるのではないかと心配していたが、無罪になって嬉しい」

という声も聞かれ、他人に指図されるのを嫌うアメリカ人の面目躍如といっ

たところであろう(901。ただし、アメリカ全体で言えば、国民の半数以上は

この評決を支持していないと思われ、この裁判を取材したアメリカのメディ

ア関係者も、この事件が北部の進歩的な州で起こったとすれば、傷害致死

でもおそらく有罪になろうとコメントしたという(''１。

②趙燕事件一外交と人権問題への格上げ

ローズの弁護士は、裁判の冒頭陳述から幾度も中国からの圧力に屈服し

てローズを起訴したアメリカ政府を批判した(92)。こうした政治的圧力が連

邦検察のローズに対する迅速な起訴に導いたことを立証するために、事件

に関与した２人の元閣僚を潜在的な証人として召喚しようと試みた(931。こ

の批判に対し、検察側は、事件の翌日、つまり中国外相がパウエル国務長

官に電話をかけて懸念を表明した前に、ローズがすでに国士安全保障省に

よって告訴されたと疑惑を否定し、裁判所も同じ旨の判定を下した(９４)にも

かかわらず、この事件をめぐる米中間の駆け引きは陪審員の心証には全く

影響がないとは言い切れないであろう。

事件の発生後、在ニューヨーク中国総領事館は、直ちに書面で声明を発

表し、この事件を真剣かつ徹底的に調査し、人権を侵害した残虐な容疑者

を法により処罰するようアメリカ政府に求めた。同時に、副総領事は趙燕

を見舞い、彼女の適法的権利を保護するために全面的に協力すると述べ

た(95)。その後、外相レベルの交渉も数回行われた。７月23日、パウエル国

務長官は中国外相李肇星との電話会談の際に、この事件を迅速に善処する

ことを重ねて表明した。７月26日、李外相はパウエル国務長官との電話会

談で事件を徹底的に調査し、当事者を厳罰するよう求めた。同日、中国外

交部領事司は、アメリカ大使館の責任者を呼んで、「人権重視を称するア
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メリカで、多数の政府職員が無実な中国人女`性に残忍な暴力を振るったこ

とに対し、中国政府は非常にショックを受け、強い不満と関心を抱いてい

る」と述べたうえ、有効な措置を行い、中国人民の感`情を傷つける類似の

事件の再発防止を求めた。中国外交部スポークスマンも、この事件がまさ

にアメリカの「覇権的な態度と人種差別」を現した一例であり、アメリカ

が人権について二重基準を持っていると非難した(96)。

他方、人民日報（海外版）には、国連法務部門に勤務しているある中国

高級官員がこの事件について、「これは重大な人権侵害事件で、中国の国

民は当然にも外交上の保護を受けるべきであり、これは所在国の法律問題

にも関わる。もし米国側がこれを無視すれば、中国側は他の措置を採るこ

とができる。もし米国側が事件を真剣に調査・処理し、謝罪し、諸費用を

負担し、損失を賠償する姿勢を示し、容疑者を法廷で審判するならば、こ

れは正常かつ稀なケースの刑事案件となり、政治事件ではなくなる。しか

し、もし審判が公平でなければ、あるいは容疑者が無罪とされれば、また

別の問題になる」という威嚇とも受け止められそうなコメントを載せた(97)。

こうした中国からの圧力を受けての対応か、７月27日、アメリカ国士安

全保障省は、ローズを停職処分にする声明を発表した。国士安全保障省長

官は、駐米中国理事代理大使への電話で、「国士安全保障省の国境警備員

が趙燕を殴打したのは、全く受け入れられない行為であり遺'憾に思う。ア

メリカ側は事件を調査し、事件を起こした人物を拘束したとともに、重大

な犯罪行為として告訴した」と表明したうえ、「国土安全保障省の国境警

備員に対し、類似の事件の再発を防ぐため、是正の措置を取るよう指示を

出した」と説明した。７月29日、パウエル国務長官は李外相に書簡を送り、

ローズがすでに停職処分を受け、暴行容疑で勾留されていることを伝えた。

また、アメリカ政府としては国内法に基づき徹底的な調査を行うことを承

諾した。

８月11日、ローズが大陪審を経て起訴されたと同時に、この事件を担当

するニューヨーク州西部検察署の検察長補佐は、趙燕に面会し「私はアメ
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リカ政府を代表して貴女に公式に謝罪する。我が政府は今回の事件を非常

に、極めて遣`憾に思っている」と丁重に述べた(98)。こうしたアメリカ政府

の措置について、ニューヨーク中国総領事館は14日、「アメリカ国務省を

含む関係機関の積極的な対応は賢明な行動である。米国が法に基づき、事

件を公正かつ適切に処理することを期待する」という声明を出した(99)。

こうした一連の動きから、この事件を人権問題にこじつけて政治化しよ

うとする中国政府の苦心が読み取れよう。まさしく指摘されたように、こ

のような中国人が海外で虐められる事件は、これまで時々発生したが、中

国政府はなぜこの事件のみを非常に重要視し、中国にとって最も重要な中

米関係に突っ込ませたのか。この異例の挙動に隠された外交カードとして

利用しようとする政治的意図があるように思われる('001。

1989年の天安門事件後、米中間は人権問題をめぐって激しい攻防戦が繰

り広げられてきた。アメリカ国務省が毎年公表する「世界人権状況年次報

告」では、中国政府の人権侵害がしばしば批判されることに対抗するため、

中国国務院も1990年代から毎年「米国人権記録」を発表し、米国内の人権

状況を非難すると同時に、中国の人権白書を公表し、「人権重視」の姿勢

を国内外にアピールしようとした。こうした人権論争の背景下に発生した

趙燕事件は、まさにアメリカの人権状況を批判する絶好のチャンスとして

捉えられたものと考えられる。2005年３月に発表された「2004年米国人権

記録」では、趙燕事件も人権侵害の実例として収録きれた。

趙燕事件を大いに報道した官製メディアの矢先は、どうもローズではな

く、アメリカ政府そのものであった。例えば、官営英字紙チャイナデイリー

は「観光客への暴行はアメリカの偽善を反映した」と題する記事の中で、

｢アメリカは他国の人権保障についてあれこれ取りざたする癖があること

がよく知られている。しかし、結局は誰が真の脅威であるか。テロ防止の

旗印の下で…、アメリカ人は、彼らの大切な命に対する潜在的な脅威であ

ろうと思われた誰でも殺せるし、または見え透いた言い訳をして無実の女

性に死にかかったほど暴行を加えることもできる。米国安全部門は、本国
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で育まれ蔓延している恐`怖感を利用して、法の執行においてもますます好

戦的にまでなっている｣''01）と激しく批判した。

人民日報所轄の「人民ネット」のコラム「人民時評」では、朱夢鬼の

｢趙燕に公道を戻せ！」と題する評論が掲載され、その中で「アメリカ警

察は国家機関から、帝国主義の思想、強権政治、覇権意識、人種差別など

の影響を受けたため、法律と人権を公然と軽視する。アメリカ当局には、

趙燕事件に対し言い争う余地がない法的責任がある。…趙燕事件を公正に

解決できるか否かは、人権をめぐる法理と暴力の戦いでもある。…祖国人

民は趙燕の強固な後ろ盾であり、無実な罪を着せられた同胞に公道を戻せ

と叫ぶ」という冷戦時代の口調を想起させるような極端な言論もあっ

た('02)。

趙燕本人及び家族も「新華社」のインタビューを受けた。趙燕は「個人

及び民族の尊厳のために、この訴訟を最後までやり遂げる」と述べたが、

彼女の母親は「米国は民主と人権を自慢するが、娘の事件を通してそれは

嘘であると分かった」と述べた。アメリカで発行される中国語新聞「僑報」

は、趙燕氏が李外相に送った手紙の内容を紹介した。「人権大国と自称す

るアメリカでひどい目に会ったが、私と同じく善良な中国人に改めて１つ

の事実が知らされた。自由、民主及び人権を標傍する国でも、人権に反す

ることがしょっちゅう起こるのである」と米国の人権状況を批判しつつ、

｢胡錦涛国家主席のいつでも、どこでも、党と政府は海外華人の安否に重

大な関心を寄せているという話にこころが打たれた。中国政府と外交部の

『民を本とする」『民のための外交』の理念を自ら体験した。偉大な祖国こ

そ私たちの最も強大な支えであることを認識した｣('03）と中国政府の対応

を賞賛した。

しかし一方、中国国内でも警察の暴行による類似な事件が多発する中、

この事件に対する中国政府の高姿勢を疑問視する声もあった。「一人のビ

ジネスマンが殴られた事件を大げさに報じる必要はない。政治的パフォー

マンスであろう｣。「中国の庶民が自国の警察に殴られるケースも決して少
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なくない。この意味で、今回の事件は必ずしも話題になるべきものではな

い｣。「この事件は、中米関係や民族、人権、人種差別と関係なく、特殊な

－刑事事件に過ぎない。反米愛国運動を起こす必要がない｣。「中国の庶民

は国内で行政機関に苛められることが日常茶飯事である。国内ですら尊厳

がないものを外国に求められるものか」と、矢先が米国のダブル・スタン

ダード人権基準への批判から自国政府の「虐民」問題へと移行されつつあっ

た(104)。

また、「アメリカは司法の独立を原則とする国であり、裁判長は「共和

党政法委員会」の書記長でもない。被告人が有罪か否かは、１２人の普通の

アメリカ人からなる陪審団によって評定されるが、彼らはいかなる政治、

外交またはメディアからの圧力にも屈しないであろう。たとえ被告人が有

罪の判決を受けたとしても、必ず「厳罰」になるとは思えない。黒人に暴

行を加えて「ロス暴動」まで誘発した警察官も30ヶ月の有期懲役に処せら

れたに過ぎない。アメリカの陪審制度を理解できれば、ローズが無罪になっ

てもネット上のロス暴動までにもならないであろう」('05）と、中国的な発

想からアメリカ政府に外交、政治的圧力をかけることは、決して趙燕事件

の陪審裁判の助けにはならないと説く分析もあった。

中国政府の強い関心と反米世論は、かえって趙燕事件の裁判に逆効果を

もたらしたようにも思われる。アメリカでは、司法がいかなる政治的、外

交的圧力の制約を受けてはならないという原則は、すでに社会に深く根付

いて市民の心に入り込んだため、外交的、政治的圧力をかける中国政府の

姿勢は、少なくとも陪審団が被告人に不利な評決を下すことには役立たな

かったのである。この意味で趙燕が米中間の人権攻防戦という「大きなゲー

ムでの一駒として」利用されただけと言えるかもしれない。

（４）人種要素と偏見

陪審と人種の関連'性を考える場合には、「裁判での評議と人種問題」と

｢評決に対する社会の反応と人種問題」を区別して考える必要があるよう
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に思われる。前者については、アメリカ連邦最高裁は、陪審員候補者の人

種構成が地域住民の人種構成を適切に反映することを求め、人種、性別に

基づく専断忌避（理由なし忌避権）を憲法違反として禁止している。人種．

ジェンダー的にバランスのとれた陪審団が出す評決は、地域住民の信頼が

高く、支持され、受け入れられやすいという(,06)。ロサンジェルス．タイ

ムズ紙が行った世論調査（19949）によると、陪審経験者のうち「評議の

際、人種で意見が分かれた」と答えた人は15％に過ぎない(107)。しかし、

無罪の評決に対する社会の反応は、この調査結果に沿わない場合もある。

陪審制度の問題点の一つは、陪審員、被告、ならびに被害者の人種構成

が評決に影響を与え、少数民族に不利な評決が出やすいといわれる。ロド

ニー．キング事件の白人警官に無罪評決が下された原因については、白人

住民の多かったシミ゛バレーで法廷が開かれ、陪審員に黒人は含まれてい

なかったとされた。また、シンプソン無罪の評決を勝ち取った原因の一つ

は、陪審員12人のうち黒人が９人を占めた結果であり、もしこの裁判が、

事件が発生した場所を管轄する白人の比率が高いサンタ．モニカの裁判所

で開かれていったら結論が変わっていたという意見もあった(108)。マスコ

ミの代表的報道はほぼ同じ意見があった。

０J･シンプソン事件の刑事裁判と民事裁判では陪審員の判断が逆になっ

た理由としては、陪審員の人種構成が違ったことも挙げられた。ロサンゼ

ルスのダウンタウンで行われた刑事裁判では、陪審員の構成は、黒人９人、

白人２人、ヒスパニック１人であり、黒人が多数を占めていた。弁護側は、

この陪審員の構成を睨みながら、「人種差別主義者たる白人警官が、証拠

を提造するなどして、黒人成功者であるシンプソンを陥れた」というストー

リーを陪審員に強く印象づけ、争点を人種問題にすり替えることによって、

無罪評決を引き出したとも言われる。アメリカの抱える人種問題を巧みに

裁判に利用し、人種カードを有効に使ったと思われる。一方、民事裁判は、

白人の比率は高いサンタモニカの裁判所で行われたため、陪審員の構成は、

白人９人、ヒスパニック，人、アジア人，人、黒人とアジア人の子，人と
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なった。そのため、刑事裁判のように、人種カードが有効に使われること

はなかったという('09)。

ただし、０J､シンプソン裁判の陪審員らを最も失望させたのはこの意見

であった。というのは、この全員一致の陪審評決について、黒人以外の陪

審員も賛成しており、評議は人種によって判断が分かれなかったからであ

る。証拠の信用性と立証責任のルールによって無罪の評決が決まった。

｢検察官の証拠には合理的疑いが残る」と判断したのは、１２人のうち９人

を占める黒人陪審員だけではなく、２人の白人陪審員と1人の南米系陪審

員も同じ判断に達していた。陪審員らは「私たちの評決を批判する人たち

は、私がどんな人間かも知らずに決めてかかっている。私が黒人だから黒

人の被告を無罪にしたと言われるのには本当に腹が立つわ。もし検察がこ

の男が有罪だときちんと立証していたら、彼は刑務所に行った－それだけ

のことよ｣。「私たちには被告の肌の色は関係ないのである。もし証拠が十

分であったら有罪になっていたであろう｣。「証拠にあまりに疑問が多かっ

たので、誰も人種の問題を議論することがなかった。私たちの評決は、証

拠と検察立証の不十分さに基づいているとのことである｣。「私は最初有罪

ではないかと思った。しかし、議論を進めていくに従って、私自身、証拠

に信用が置けなくなり、無罪にせざるを得ないとの結論に達した」と言っ

た白人女`性陪審員は、過去に陪審員を務めた事件では、１１人の無罪意見に

対して１人自分の有罪意見を変えず、とうとう全員を説得して全員一致で

有罪評決を出した経験を持つ人である(''0)。

そして、ロス暴動(、)を誘発したロドニー・キング事件と同じロサンゼ

ルスで起きた０J・シンプソン事件の刑事裁判では、黒人の比率が高いダウ

ンタウンが裁判地として選ばれた理由は、実に「有罪判決の信頼度」を配

慮するためにあった。０J､シンプソンの有罪を確信していた検察側は、

｢白人が多い陪審の有罪評決には信頼性に問題がある｣(''2）としたが、容疑

者の０J・シンプソンが黒人であったため、ロス暴動の再来を恐れた裁判所

側は、黒人が多い地区からの陪審員選出を認めた。すなわち、検察側の人
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種感`情を強く問題視するなど過剰とも取れる配慮を行った結果、刑事裁判

の過程に大きな影響を与えることになった。

もちろん、これらの陪審裁判には本当に人種差別の偏見があった（人種

の要素が影響した）のか断言することはできないが、無罪判決をめぐるア

メリカ社会の一部の反応を見れば、正式の評決の理由から見えない深層心

理がある程度示されているように思われる。０Ｊシンプソン事件の無罪評

決に対するニューズ・ウイーク誌の調査では、黒人は85％が評決を支持し

たのに対し、白人は支持32％であった。テレビや新聞等でこの裁判をフォ

ローしていた多くの市民は、メディアで伝えられた情報から「事件はたぶ

ん､シンプソンの犯行だろう」と考えていたから、無罪の評決を支持しな

かったのであろう。しかし、「合理的疑問」が残った陪審員は、法律に従っ

てシンプソンを無罪にした。「たぶん」と「合理的な疑いを越えて」との

ギャップが生んだ驚きといえるのではないか、という説明も納得させられ

るが、無罪の評決に対する支持、不支持の比率にはなぜ人種による違いが

鮮明に出るのか実に興味深い(''3)。ある黒人弁護士は、０J・シンプソン事件

の無罪判決が出たことを喜び、「シンプソンはやっただろうが、今まで黒

人がこの司法制度の中でいかに不公平な扱いを受けてきたか。今度は白人

が思い知る番だ」と、この事件における陪審制度の役割を全く違う次元で

評価していたという(''4)。すなわち、無罪評決を支持するか否かの判断に

ついて、法廷外の一般市民は、陪審員のように、法廷で法律と証拠にのみ

従うことを宣誓したうえ判断を下した必要がないから、自分の立場や感情

などに流されて判断していることもあろう。これはむしろアメリカ社会に

おける人種問題の根深さを露呈しているように思われる。

服部君射殺事件の発生と無罪評決に至る過程では人種偏見も要因の一つ

としてあったかもしれない。アメリカで陪審と人種の関連`性には最も問題

となるパターンは白人を殺した罪で黒人が被告席に座っている場合である

といわれる。陪審員がすべて白人であった場合、状況の如何に関係なく無

罪評決を勝ち取ることは、殊にアメリカ南部の場合、非常に難しいという。
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ルイジアナ州は南部の中でも最も人種偏見が強い場所であり、特にピアー

ス被告が住むバトンルージュ北部は、黒人をはじめとするマイノリテイに

対する差別意識がまだ残っている典型的な「南部」として、ＫＫＫの本拠

地でもある(''5)。

服部君は事件当日、膚の色が黒っぽく見える白いシャツとジャケットを

着ていた。妻のポニーの証言の中で、服部君の第一印象について「アジア

人、メキシコ人かあるいは何でもいいんですが他の人種に見えた｣(''６）と

語っていた。バトンルージュ市の人種問題評議会は、服部君が色の薄い黒

人の少年と見問違われて射殺されてしまったのではないかと疑い(''7)、ア

メリカ最大の黒人団体、NAACP（全米黒人地位向上協会）は、少なくと

もこの事件が憎悪犯罪の可能性があると感じ、連邦検察局に手紙で服部君

の死が公民権法に違反しないか否か調査するよう依頼した。そして、

NAACPの代表は、大陪審自体が、少数民族が被害者で、加害者が白人の

場合、無関心になる傾向があると忠告した。この点について、すべての犯

罪の陰に人種偏見を見いだすのは危険であるが、NAACPの主張は必ずし

も的を外れてはいなかったように思われた(''8)。人種偏見が評決に少しで

も影響を与えたかについて、裁判の最中及び直後に、バトンルージュ市民

は、撃ったのが黒人で撃たれたのが白人の子供であったらおそらく有罪で

あったと思うと口をそろえて言ったという、'9)。

実は、最終弁論が終わって評決が出るまでの間、服部君の両親があるル

イジアナに住む日系女`性から一通の手紙を受け取った。その中で「合衆国

の中でも南部、特にルイジアナ州は南部人以外に対する偏見が強いところ

である。１２人の陪審員はすべて南部人独特の偏見に満ちた価値観を持って

いる。アメリカに住む日本人として言わせていただければ、陪審員たちは、

できることなら私たち東洋人とはかかわり合いたくないと思っている。人

種的偏見に満ちた陪審員のもとで公正な裁判など望むぺくもない。今から

言っておきますが、この陪審裁判の結果はあなたを唖然とさせるであろう。

その時には私がここで言ったことを思い出してください。この州は人種差
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別に満ちており、陪審の価値観を考えた場合、公正な裁判など望めないの

である。無駄な希望は持たないことである｡」と助言した。しかし、服部

君の両親はその時点で無罪評決が出るとは思ってもいなかったので、よく

ある被害妄想かなとあまり気にも止めないでいたが、この予言どおりの裁

判結果が出てからはじめて彼女の方が冷徹な目で現実を直視していたと悟っ

たという('２０)。

人種偏見の影が服部事件と０J・シンプソン事件の根底にあった可能`性を

否めないと言えるのであれば、趙燕事件では特に陪審裁判での人種的な要

素はそれほど目立った問題ではなかったと言えよう。しかし、この事件は

中国で最も感情的な出来事として官製メディアで取り上げられ、しかも明

らかに人種に絡む敏感な事件とされる目立った特徴がある。鼻が青黒くな

り顔も腫れ上がったざまの趙の写真が各紙の１面トップに掲載され、一般

市民の間でも賛否両論、議論百出の状態であった。この事件を人種と民族

の問題まで押し上げる論調もあった。悪警を厳罰し民族の尊厳を擁護しよ

うというような見出しが随所に見られた。この事件はまさしくアメリカも

マイノリティの人権を尊重しない恰好の事例となった。

中国アメリカ史研究会理事長である南開大学李剣鴫教授の分析では、

｢趙燕事件は、警察の個別的行為ではあるが、アメリカ社会には未だに種

族及び文化に対する差別的傾向が存在することを示している。今日のアメ

リカでも、マイノリテイ系住民が司法手続においてしばしば不公平の取扱

いを受けていることから、人種差別の幽霊が依然として漂っていることを

見て取れる｣。「趙燕事件の現場では、まず逮捕された容疑者が黒人で、彼

が自白した共犯がすべてマイノリテイであり、趙燕さんが中国人で、まき

にアジア系の外面的な特徴に符合していたため、警察に白黒つけずにひど

く殴られたことには驚くに値しない。警察は当時、まず趙燕さんの身分を

確認せず、しかも確認しようとも思わないまま、明らかに潜在意識におい

てその人種的特徴だけに注目したのである｣。「この事件は、9.11事件以後

のアメリカで現われた国士安全と人権・自由とのバランスをいかに保つか
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という難局を示している。…テロリズムはむしろ米国内のマイノリテイヘの

差別や海外の非欧米国家へ攻撃するための理由を提供したのであろう｣('２１)。

「新華社」の報道によれば、ある大学生は、アメリカ人がマクドナルド

で食事する際に火傷をしたことで数百万ドルの賠償を受けられたことを、

中国人があれほどの暴力と侮辱を受けたにもかかわらず、なんと殴打者が

無罪で赦免されたことと比較したうえ、「この判決は、米国の傲`慢自大な

心理と外国人への差別意識を反映した｣(122）と結論づけた。

英字紙チャイナデイリーは、「趙燕は自分の被った残虐行為が彼女の想

像を超えたものと言った。しかし、彼女は世界で「人権」を最も熱烈に唱

道した者の故里でそれを経験することになった。趙燕の境遇が彼女の皮膚

の色に何かの関連があるかの問題もなお残されている。この国で警察の非

白人市民に対する残虐行為は稀なことではない。警官らは趙燕が外国人で

あることに気がついたか否かを問わず、彼らの行為はけしからぬほど非人

道的なものである。彼らはワシントンにおける彼らの司令官らとともに、

自分の国の恥じすべき姿を描いている｣('23）と非難した。

「人民ネット」も、フロントページに書き込みを集中する「趙燕事件特

集」を設けた。その中でも、「この事件の無罪判決によって米国の人権基

準は白人至上であると明らかになった｣。「私の知っている限り、米国は中

国にあまり好感を持たず、人種差別がある。もし趙燕が白人あるいは鼻が

もう少し高ければ、この事件は起こらなかったであろう｣。「米警察の行為

は個人だけでなく、他民族への差別と侮辱である」といった論調が目立ち、

アメリカ製品へのボイコットの呼びかけも見られた('241。

しかし一方、それ以外の新聞や雑誌にはこの事件を客観的に見るべき意

見もあった。「南方都市報」はあえて上述した朱夢鬼の時評について、「一

部の人は、趙燕事件を利用し、極端な民族主義を煽り、国家の対立を煽動

し、’恨みをばら撒こうとする｣('25）と反論した。

「環球」誌に載せた「趙燕事件を考察する二つの視角」と題する文章の

中では、「米警察は趙燕を殴打した時、彼女が中国人であることを知らな
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かつたので、彼女が中国人であるから殴ったわけではない。盗意に暴力を

振るう警察と抵抗力のない女性間の出来事に過ぎなかった。この事件は本

質的には法律の問題であり、政治または民族尊厳とは関係がない｣('26）と

いう指摘があった。

「新京報」の「個人のことを民族のことと混同してはならない」と題す

る文章の中では、「ローズは趙燕が中国人旅行者であることを一目で分か

るはずはない。彼の行為は正当であったか否かは議論の余地があるものの、

それは米国の中国に対する国家的行為でもなければ、中国人に対する民族

的行為でもない。公務執行中の警官による個人に対する行為である。趙燕

の不幸は個人的なものであり、民族的なものではない。趙燕が殴られるこ

とと刑事判決の結果を民族的な事件まで無理に言いくるめようとするのは

むしろ中国人自ら辱めを受けることになる｣('27）と述べられた。

「新浪ネット」には「この事件がなぜ政治事件とか民族の尊厳にまで引

き上げられたのか、よく分からないなあ。殴った警察は趙燕が中国人だと

知っていたのかい？趙燕は英語が分からなくて、アメリカ人も中国人と他

のアジア人との区別もつかないだろうし。アメリカ人のやり過ぎは確かだ

けど、中国人だったから、というのは無理がある。メディアの煽り過ぎだ｣、

｢何でもかんでも俎上に載せて政治化にするのはやめろ。過敏なのは自信

がないからだ｣、「たとえ趙燕さんが賠償を受けられたとしても、『我が民

族の尊厳ｊには何も関係がないのではないか」といった書き込みがあっ

た('28)。

実際のところ、趙燕の弁護士も、ローズが趙燕の旅券を見てようやく彼

女が中国人であることを知ったという。ローズはアジア人を軽蔑する傾向

をもっているかもしれないが、中国人だけを軽視することはないと、弁護

士は話した('29)。

(5)法文化的な相違

留学生が強盗と誤認されて射殺された、観光客が犯罪者と誤認ざれ暴行
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を受けたといった悲劇は、ある意味で次から次へと起こった一連の不幸な

誤認の結果でもあると言っていい。こうした誤認を生じさせた背景には、

異なる社会の文化や常識の差異による衝突もあったように思われる。

服部事件の裁判において弁護側が一貫して主張したのは、被告人の行動

が「やむを得ない誤認」に基づくものであったという点である('30)。例え

ば、被告が主張したように、目の前に銃を突きつけられた状況で「プリー

ズ（freeze)」と言われたら、アメリカ人の子供なら止まっていたはずで

あるが、止まらなかった服部君が、「プリーズ（please)」を間違って聞い

た可能'性はいまだに否定できないＩＩ３ｌ１。また、言葉が通じない時に微笑み

かけて相手に善を示すのは自然なことであるが、犯罪が多発するアメリカ

社会に特有な犯罪への恐怖に怯えていた被告には、薄ら笑いを浮かべなが

ら近づいてきた服部君が麻薬中毒患者と見えたとしても、それほど驚くに

は当たるまい('32)。

趙燕事件についてローズも趙燕が武装したテロリストまたは麻薬密輸者

であるかもしれないと疑って逮捕しようとしたが、彼女が「良い抵抗者

(agoodHghter)」であったから武力で制圧したと証言した('33)。そして、

過度に武力を使用したかの容疑について、ローズは、すべて警察学校で訓

練された通りに容疑者が逮捕を拒否した際に取るべき標準の手続に従って

行動したので、適切レベルの武力しか使用しなかったと弁解した(ｗ)。と

ころが、法律専門家は、中米間の法文化上の相違による誤解も事件の引き

金の一つである可能性があると指摘した。例えば、異なる文化背景のもと

で「動くな」に対する理解も異なるので、中国では、「動くな」が身体を

移動しない意味で理解されるのは普通であるが、アメリカでは、体の各部

位を含むすべての動作の停止を意味することが多い。この場合、たとえ手

を動くような小さな動作でも警察の命令への抵抗と理解されることがある

から、警察は抵抗して逮捕されまいとする相手に対し発砲も含む必要と思

われる強制措置を採ることができる(135)。

趙燕及び仲間３人も「ストップ（stop)」とローズ警官に命じられたが、
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相手の厳しい表`情や口調をひどく怖がって逃げ去ろうとしたため、ますま

す麻薬密輸者の共犯者ではないかと思われてしまい、手足が押さえられな

がら「あがくな（donltstruggle)」と聞いた時も、その英語の意味をよ

く分からなかった趙燕は、‘慌ててバックから旅券を取り出して自分の身分

を証明するために必至に脱け出そうとしたが、何か凶器や不審物を取り出

そうとしているのではないかと誤解され、いっそう武力による征服を受け

てしまう結末となった｡実際、アメリカに長期滞在した経験がある北京在

住のある中国人ビジネスウーマンも、「アメリカでは車が警察に停止させ

られた際に、もし運転手が車から出たらトラブルになる可能性がある。し

かし、中国ではもし運転手が車から出なければ、かえって警察に失礼と思

われる。趙燕事件もこのような類の問題である」と例を挙げて「文化的相

違」はこの事件に繋がったであろうと考えた('36)。

確かに、これまで生きてきた社会の法文化と常識の違いも不幸な出来事

を引き起こした￣因であったかもしれない｡この意味でこれらの事件は、

銃社会といわれるアメリカ社会の特異な常識観・価値観が根底に存在する

ので、法津論というよりはむしろ文化論の領域で論ずぺきものかもしれな

い(137)｡

3．陪審制度の意味するもの

（１）民主主義の根幹をなす重要な政治制度

上述した諸事案を見ての通り、アメリカの陪審制度は、性々にして人種

差別などの問題によって揺れ動いても、その正しさを維持して建国以来今

日まで崩れることはなかった('381。その背景には刑事陪審が政治的権力の

恐意に対し、市民を保護するという意識の存在も無視しえないものがある。

国民主権の理念の下、主権者である市民の意見は立法や行政だけでなく、

司法手続にも直接反映され、殊に人身の自由を剥奪するような有罪か無罪

かを決定する裁判権は、究極のところ市民の手に委ねるべきであると考え
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られているため、アメリカにおける陪審制は、市民が司法過程に参加する

という民主主義的な価値に多く依拠しているといってよかろう('39)。

そもそも司法への市民参加は、欧米において民主政治という概念が生ま

れる古代ギリシア時代から始まっている。裁判は国家権力の行使となるの

で、偏見に満ちた一方的な権力行使を市民の参加によって防ぐという意義

があった。近代以降も18世紀の半ばまでにイギリスで形成され、その後ア

メリカに継受された陪審制度が、市民の裁判参加の￣形態として主にアメ

リカやイギリスをはじめとするコモンロー諸国で運用されている。殊にア

メリカでは陪審裁判は国家の成り立ちと深く結びついているもので「人民

による統治」の重視というアメリカ型民主主義に関わる一種の政治制度と

して理解される傾向がある。全世界における陪審裁判の90％がアメリカで

行われていると言われるほど、アメリカは最も陪審制を多用している国で

ある。

１８世紀中頃のアメリカ独立革命期において、イギリスとの抗争過程中、

陪審による裁判がイギリスの圧政に対する抵抗手段として、アメリカ植民

地の人々の自由を守る役割を果たしてきた歴史は、自由の擁護者としての

陪審の地位を不動なものにした。陪審制は、アメリカの建国以来、あるい

はそれ以前からの伝統となり、一つの信仰のようなものにすらなってい

る('40)。独立後の1787年にできた今のアメリカ憲法には、陪審による公開

の裁判を受ける権利を保障する規定が複数定められているのは、こうした

歴史的背景があったからである。したがって、「アメリカでは、陪審制度

の本質を単なる司法制度としてのみ捉えるのは不十分で、陪審は何よりも

第一に国民の自由と人権にかかわる重要な政治制度として、なお一層重大

な影響を社会に与えている｣(Ｍ１)。

1791年の憲法修正条項（権利章典）により刑事陪審及び民事陪審の権利

が保障された（修正６条．７条）と同時に、大陪審も保障された（修正５

条)。民事裁判でもこの権利が認められる理由は、政府、公務員の不正行

為や行き過ぎに対して、市民が損害賠償等を求めて訴訟を起こした場合、
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市民でも勝てる見込みのある土俵を確保するためである。すなわち、刑事

事件でも民事事件でも、陪審制度には公権力の横暴を抑制する効果が期待

されている1M２１。こうして陪審制度は国民が直接司法権を担うもので民主

主義の根幹をなすものであることから、アメリカでは陪審裁判を受ける権

利が憲法上の権利として保障されている。憲法案の作成を担った一人であ

るトマス・ジェファーソン氏は、陪審制度を「人類が思い付いた唯一の、

政府をその憲法の理念に拘束するための錨｣(M3）として評価している。市

民の中にも陪審裁判を支持する感情が強く、「われわれは、陪審裁判を受

ける権利の撤廃は、独裁的な政治へ移行する－つの兆候であると信じてい

る。陪審裁判を受ける権利が無くなれば、法律制度に対する国民の信頼を

維持してゆくのは難しいであろう」(ｗ）と考えられている。

（２）司法権の暴走を制御する安全弁の役割

アメリカ統治下の沖縄において導入された英米流の陪審裁判で陪審員を

務めたことがある数少ない陪審体験者である作家の伊佐氏は、その陪審員

体験から陪審制度がいかに被告人を守り、市民の生命・自由を支配する国

家権力に対し、強靱な「安全弁」となり得るかを実感したと述べた(145)よ

うに、陪審裁判は、欧米において政府及び支配階級による刑法の専断的使

用と濫用に対する保障であるという見解が非常に広く抱かれている。すな

わち、陪審員は、政府に雇われ共通の見解と利益を共有する裁判官よりも、

国からの影響を受けないと信じられている(M6)ので、統治機構的には、陪

審制度は裁判官・陪審員間の抑制均衡の原理を制度化したという一面があ

る。陪審制度の存在が裁判官の選任政治化することをチェックする機能を

果たしてきたことも無視しえないという指摘もある('`７１。

「judgemadelaw」と呼ばれるコモンローは、裁判官が下す判決によっ

て積み重ねられてきた法律であるため、裁判官の権限は絶大である。そこ

で、１７世紀頃から陪審制は被告人にとって、苛酷な刑罰からの防護壁とい

う重要な位置付けを与えられるようになった。古くからのイングランドの
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刑罰は、重罪事件で有罪になれば殆ど死刑に処せられていたが、中世から

18世紀にかけての裁判記録には、陪審員が多くの重罪事件の被告人を無罪

としたり、烙印や鞭打ち程度で済む、より軽い罪としたりしたことが記さ

れている。権力の分立を強調するアメリカにおいても、抑制と均衡の原則

のもとで、立法・司法・行政の三権は、相互にチェックし合い均衡を保つ

システムになっているが、現実には立法府も行政府も違憲審査による司法

府のチェックが厳しく課せられている。特に立法府によって制定された法

律を審査し、憲法に違反すれば無効とする違憲立法審査権が有名である。

このような理由により、アメリカでは国民に対して直接責任を負わない司

法府の巨大化しがちなその権限に対する危倶がしばしば取り沙汰されてき

た歴史がある。この司法権の暴走する可能性を制御する上で重要な役割を

果たしてきたのが陪審制度である(M8)。

アメリカ人にとって陪審による刑事裁判は、「個人の生命・自由・名誉

を国家が奪う前に、その罪と度合いは、単に職業裁判官の心に明らかにさ

れただけでは足りず、市井の凡人、いやむしろ、そういう人たち12人全員

の目に明らかになった場合でなければならない」ことを意味している。し

たがって、「陪審が全体として被告人に対する二重の安全弁の役割を果た

し、素人の判断を職業裁判官の助けとすることが長期にわたって刑法の満

足のゆく適用を確保し、何よりも、手続きに対する社会の信頼を支えてい

る理由がある。極端な場合には、法という名の下に行われる国家権力によ

る人民の迫害に対する防壁ともなりうる｣IM9)。すなわち、陪審制度は「法

律専門家の技術的偏向ないし官僚主義的傾向｣('50）から市民の自由を不当

に侵害することのないよう、司法権が暴走する可能性を制御するところに

アメリカ人の信頼を繋いでいると言えよう('５１１。

（３）陪審裁判を受ける権利と陪審義務

陪審制度は17世紀以来コモンロー諸国の司法制度の中に定着していて、

法の支配の思想を支える基盤ともなっている('52)。陪審裁判を受ける権利
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}よ、市民の基本的人権の一つとしてアメリカ憲法によって保障されている。

第６修正は、「すべての刑事上の訴追において、被告人は、犯罪の行われ

た州および地区の公平な陪審によって行われる迅速で公開の裁判を受ける

権利を有する」と規定し、刑事裁判上、被告人は、有罪か無罪かを決する

陪審審理を受ける権利が保障されている。民事陪審についても、第７修正

は、「コモンロー上の訴訟において、訴額が２０ドルを超えるときは、陪審

審理を受ける権利が維持される」と規定している。

アメリカでは建国以来、陪審制度が普通選挙とともに、いわば「民主主

義の車の両輪｣('53）であり、陪審員になることが「義務」だけではなく、

投票に次いで重要な「権利」でもあると考えられてきた。アメリカ国籍を

取得する行事として帰化式があるが、司会役の連邦裁判官による演説の中

にも、「これからはアメリカ市民として投票しなさい。そして呼ばれると

きには、アメリカ市民として努めて陪審に参加しなさい」という新しくア

メリカ人になった人々のへの激励の言葉がある。投票と陪審はアメリカの

市民社会でセットになっている権利といっていい('54)。

ただし、陪審員候補者として呼び出しを受けることは、建前として、ア

メリカ人にとっては名誉であるが、それに応じることは義務でもある('55)。

アメリカ法曹協会（ABA）が委託した2004年の調査によると、陪審裁判

に参加する1,029人のアメリカ人のうち、８４％が「自分の都合が悪くとも

市民の重要な義務である」とし、５８％は陪審員になる機会を「楽しみにし

ている」と回答した。また75％が「自分が裁判の当事者になった場合には、

裁判官よりも陪審に判断を下してもらいたい」との見解に同意してい

るU56)。アメリカでは有権者名簿などから無作為抽出で陪審員を選ぶのが

通例なので、大統領も例外扱いではない。ブッシュ元大統領が在任中に地

元テキサス州の裁判所から陪審員候補に選出された際に、「陪審員は重要

な市民の義務」としたうえ、日程を調整できれば陪審員を務める意欲を示

した('57)。

このようにアメリカ人は陪審制を全体的に高く評価している。しかし－
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方、理念と現実はかけ離れる場合もある。すなわち、大多数の市民にとっ

てみれば、「juryduty」と呼ばれる陪審義務のために招集されることは、

ありがた迷惑である。もちろん興味ある事件、社会的意義のある事件の陪

審員として選出されることも稀にあるが、そんな可能性は少ない。したがっ

て、一般の人々にとってみれば、自分の生活パターンが乱されることのほ

うが大きな問題である。少々機転のきく人間なら、適格審査の時に何かの

理由で免除される。弁護士の間でも「陪審義務を逃れられるだけの口実も

作れない陪審員に判断を任せられるか」という皮肉な言い方がよく使われ

るという(158)。

実際に陪審を経験していたアメリカ人は成人の３割弱に上り、毎年約

１００万人が参加している('59)。ある「ありふれた多くの陪審裁判を傍聴した」

研究者の観察によると、多くの陪審裁判では、喜んで来る者はいない。名

誉に思う者もいない。しかし、陪審員らは宣誓を驚くほど重大に受け止め

ていた。裁判官から責務を告げられ宣誓すると、彼等の態度は変わる。熱

心に証言を聞き、公平であろうと努め、社会に対する責任を果たそうとす

る。彼等は誠実で、証拠と法律（特に立証責任）に忠実であった。そして

評決に達すると、陪審員の顔は例外なくみな輝いてみえる。社会への責任

を果たした満足感があるように思える(160)。

（４）陪審制に対する裁判官の態度

陪審制度はアメリカにおいて決して裁判官を砥める制度ではなく、陪審

と裁判官とで協力する制度であり、そして時には政治的社会的事情から裁

判官が単独では批判にさらされる恐れのある事件について、市民がその判

決に正当性を与え、裁判官を支えてくれる制度でもあるため、裁判官にとっ

て都合のいい存在といえる(]6,°したがって、アメリカの裁判官はほぼ全

員、陪審制度のファンであると言われるほど、裁判官が陪審についておお

むね好意的な評価をしている('62)。例えば、シカゴクック郡刑事裁判所の

スタンリー・サックス判事は、「日本で素人に人を裁くのは無理と考える
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人も少なくないが、そのことを米国の判事はどう思っているのか」という

日本人記者の質問に対し、「陪審員の結論と私の考えが違うこともある。

でも私の方が正しいとは思わない。ここで求められているのは陪審員の判

断であり、私もそれを信頼している」と言い切った('631。

その理由の一つは、最も難しい判断は陪審員がしてくれるため、裁判官

はしなくて済むからである。特定の事件のために組織きれた陪審団は、評

決が言い渡された瞬間から解散して消える。結果についてメディア等の批

判があっても、その結果を出した陪審員の責任を追及することもできない。

裁判官は「私は中立な審判役でしかないので…」と、批判を避けることが

できるわけである。それによって裁判官が一種の「責任逃れ」ができるこ

とは必ずしも悪いことではない。というのは、特定の裁判結果について裁

判官が責任を追及されないことは、裁判官の独立、ひいては司法の独立に

とって非常に重要である。陪審制度は、暴走する国民感情や「悪い裁判官」

の追放を売り物にする政治家などから司法を守るための大切な壁であるか

らである('6ｲ'。

また、陪審の職務が一時的なものであることによって、陪審員は、証人

(警察官）と裁判官が癒着しすぎることを防ぐための保障になると広く理

解されている('651。陪審員には継続的な人間関係がないし、他の事件との

バランスを考える必要もない。組織としての過去も将来もなく、かかわる

事件の結果について利害関係もない。そのため、判断の予見ができないこ

とで、公権力や大企業に「必要以上」に慎重な行動を取らせても悪くはな

いから強い。刑事裁判には、「悪い人間」の被告人は裁判官の経験則だけ

で、自由、極端な場合は命を失うかもしれない。したがって、被告人と同

じぐらいに新鮮な目で臨む人たちがいるのは、「その場１回限り」の陪審

の一つのメリットであるとされる('66)。刑事事件に関与している弁護士及

び多くの市民は、陪審裁判の質は、陪審抜きの裁判の質よりも高いと評価

している('67)。

１８１KumamotoLawReview，vol1２１，２０１０



－４７－

市民の裁判参加に関する比較的考察（１）

（５）素人の常識の反映と誤判の防止

陪審制度が欧米において広く支持される最も重要な理由は、一般市民が

裁判に直接参加するという感情であるように思われる。この感,情が「裁判

官は陪審員を見、陪審員は彼らの背後にいる民衆を見ている」と表現され

たように、「陪審員は、正義および法のみならず、被告人の人間性に対す

る判断に参加することで、彼らが正義であると信じるものに到達する相当

の自由を享受するのである」」('68)。

陪審裁判は、一般市民の常識と広い経験を司法に持ち込むことによって

誤判の危険を減少させることができるとされる。広義の誤判とは、世間の

常識から遊離した裁判を意味するが、裁判への陪審員の参加によって、一

般市民の常識と経験は、極度に専門的な用語が使用されることを妨げ、刑

法が社会と遊離することを防いでいると考えられている。また、狭義の誤

判とは、無実の者を誤って有罪にしてしまうことを意味するが、特定の事

件の審理に関与するだけの陪審員は、多くの事件を審理する裁判官に比べ

て、弁護側の証拠や主張をより注意深く評価するように思われる('69)。

（６）英米法の手続に与えた影響

英米法系のコモンローは、数百年の間に陪審裁判を通して発展してきた

ことから、陪審制がコモンローの内容と性格の形成に与えた影響は大きい。

まず、陪審裁判が英米の実体法に与えた影響のうち最も重要なことは、法

の常識化である('701。すなわち、陪審制度が、英米の法概念を大陸法のよ

うに抽象的・論理的・理論的なものではなく、具体的・経験的・実用的な

ものとしてきた('７１１。陪審裁判は、一方において、国民を法に親しませ、

国民の法に対する尊敬の念を積極的なものとするとともに、他方において、

法を絶えず一般人の生活と接触させ、一般人の納得できるものとする作用

を営んだ。法律専門家だけで作る法は、制定法でも判例法でも、論理的に

は精巧であっても、実際生活と遊離した極めて技術的なものとなるおそれ

がある。ところが陪審裁判では、裁判官が法を素人である陪審員に理解で
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きるような形で説示しなければならないので、裁判官は、コモンローをで

きるだけ常識的・実際的ならしめようと努力した('72)。

次いで、英米には膨大な証拠法があるが、その殆どすべてが陪審裁判と

の関連ででき上がったものである。すなわち、素人である一般市民が陪審

員という資格で裁判に関与してきたことは、異常ともいうべき詳細な証拠

法の発展をもたらすこととなった。その最も重要な法則である伝聞証言排

斥の法則も、陪審員は素人であるため、法廷に現れた証拠は何でも容易く

信用するという傾向を持っているので、その判断を誤らせないためにでき

た法則である('７３)。そして、集中審理における不意打ちを防止するため、

証拠開示（discovery）の手続が発達した。

さらに、英米の訴訟手続、中でも集中審理、サマリ・ジャッジメント、

口頭主義、直接主義及び法廷技術の高度な発展も、陪審裁判に伴う必要か

ら生じたものである。陪審員の負担軽減のため、集中審理が行われるよう

になった。陪審審理を不必要に行わないために、争点を絞り込む裁判前整

理手続が発達した。陪審員を公判ないし口頭弁論が始まってから評決まで、

他の者と交通させること無しにとどめておく必要があるので、公判ないし

口頭弁論を継続して行わざるをえない。また素人に、注意を向けさせ理解

させるには、証拠も弁論もできる限り法廷において口頭で提供することが

必要である。陪審員に訴えかけるため、法廷における尋問等の技術が発達

した。そして、英米の刑事訴訟が当事者主義的な構造をとることも、陪審

裁判の結果といえる。検察側と弁護側とが対等の立場に立って、陪審と裁

判官の前で争い、陪審が判定を行うところから来るものである。この方式

は、英米弁護士の`性格にも大きな影響を及ぼしてきたといわれる('74)。

（７）陪審裁判の運用に係わる諸問題

上述したように、「陪審制は確かにアメリカの訴訟過程の中で最も議論

の余地がある要素でもある。幾人かの人にとっては、民主主義過程の功績

であり、人々の自由の砦であり、公判における真実の判断の効果的な手段
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である。しかし、また別の人達にとってそれは、窓意`性と不確定性と制度

の遅れを招くだけの非効率的な制度である｣('75)。陪審賛成論者は、誤判の

危険を減少させるのに役立つとするのに対し、反対論者は、陪審制度は誤

判防止の妙薬ではなく、むしろ誤判が増加する危険さえあると主張す

る(176)。

イギリスでは、自由と民主主義の守り手、市民の常識の反映といった陪

審制の意義を擁護する意見がある一方で、民衆に多大な負担を課しながら

｢熟練した」犯罪者らに制度をうまく利用する機会を与えるだけの、高コ

ストで時代遅れのものになっているとか、陪審制自体はよいとしても複雑

な事件やデリケートな事件には向かないといった批判も強く、費用と時間

の観点から、２０世紀を通じて陪審の適用範囲及び権限は大きく縮小され

た(177)。アメリカでも、陪審裁判の運営について次のような問題がよく指

摘されている。

まず、陪審員となるのは当該事件に何らの関心もない極端に客観的抽象

的な「国民」や「市民」ではなく、当該事件の解決に十分な関心を持ち、

責任を担うに足りる客観的判断を下すことのできる具体的な近傍な住民で

ある。陪審員は彼ら自身の経験、信条、価値を加え、意思決定の過程を単

なる機械的な事実調査の過程ではなく、ある程度地域社会の意見の表現の

一つとするのである(,78)。陪審制度のこの特徴について、陪審員は、感情

や偏見に左右されやすく、被害者たる原告に同情的であり、地域感情や歴

史的経緯などの点で「よそ者｣、「嫌われ者」が不利になることは否めず、

公平な事実認定を期待しえないという正義論的観点からの指摘がある('７，)。

一方、陪審制度は、職業裁判官による裁判制度に比べ、住民自治の伝統に

基づくコミュニティの日常生活における感覚、政治的社会的正義に関する

市民の価値観、伝統的な互酬性の秩序等を法形成過程に導入することがで

き、それだけに陪審の評決に対してコミュニティの支持が得られやす

い('80)。陪審裁判はコミュニティの意見を尊重するわけであり、柔軟性に

欠ける法律論にはない見方も得られるわけであるu8l)。すなわち、陪審員
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は被告人に同胞を見る、裁判官は被告人に犯罪者を見るといわれるように、

陪審裁判により理屈で割り切れない部分の公平・妥当な判断が可能となり、

逆に言えば、感,情的な判断であっても、結果が妥当であれば特に問題とな

らない。この意味で陪審裁判においては裁判官による裁判と異なり、偏見

のない公正な判断が可能となる('821。確かに、陪審裁判は、裁判官が有罪

と思っている場合でも、無罪判決を出す傾向があるが、それはむしろ陪審

の意義である。極端に言えば、陪審制度の目的の一つは被告人を裁判官か

ら守ることにあると、アメリカ弁護士が明言した(183)。

次いで、素人の経験のない陪審員には、果たして証拠を理解して適正に

事実を認定する能力と、裁判官の説示する法を理解し、一方当事者に偏り

のない判断を下しうる公平`性を保つ能力があるか。特に複雑な証拠が含ま

れている場合には、あまりに容易に弁論に動かされる陪審員がいるし、陪

審評決の理由を示すことが要求されないため、合理的な判断を行う保障に

欠けているといった、剛)陪審員の事実認定能力に対する不信は、陪審制に

対する批判の重点でもある。

この点について、様々な実験がアメリカにおいて行われてきたが、その

結果によると、少なくとも集団としての陪審が１人の裁判官よりも事実認

定能力において劣っているという証拠はない。陪審の評決と裁判官の判断

は、６３％～84％の高さで一致するという(135)。陪審員と裁判官の判断が異

なる場合であっても、当該裁判官の判断でも証拠評価から結論がどちらに

なってもおかしくない事件がその大部分であり、弁護士の巧拙によって陪

審評決が左右されたと考えられるのは、全体の0.25％程度に過ぎない。仮

に陪審員が情緒や価値観によって影響を受けるとしても、それが勝訴敗訴

を逆転させる要因とはなり得ないという結論である｡86)。そして、複雑な

証拠は陪審員が理解できないという批判については、普通の人がついて行

けなくても、裁判官だから難しいことでも何でもついて行けるという保証

はない。むしろ、陪審員の中には特殊な能力や知識など、事件の解明に役

に立つ要素が含まれる可能性が大きい。普通の人が陪審員として事実認定
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の作業を担っているアメリカでは、事実認定には高度な知識や専門能力が

必要であるといった認識は全くないと言える('871。

さらに、陪審裁判には時間と費用がかかりすぎるとして、訴訟件数が飛

躍的に増加した今日では、陪審制度はもう時代にそぐわないという指摘が

ある。その理由については陪審員に対して支払われる日当・交通費だけで

なく、陪審員の召喚・選任手続から審理・評決に至るまでの過程でも少な

からぬコストがかかるし、評決不能などで再審理を行わなければならない

場合には、当事者の負担も大きい。したがって、むしろ経験のある裁判官

に事実認定と法の適用を任せる方がより効率的であるなどのことが挙げら

れている('88)。

陪審員の側でも、仕事や学業に影響が出るというデメリットも無視しえ

ないものがある。とくに社会生活が多`忙になり、教育があり判断力も十分

と思われる者に陪審員となることの免除を求める傾向があるといわれ、陪

審裁判の質が低下していると考えられる。「公務多忙」も辞退理由として

認められているイリノイ州では、地元クック郡の裁判所から陪審員として

出廷するよう呼び出しを受けたオバマ大統領が「公務多忙」を理由に辞退

したこともその一例である。オバマ氏が多忙なアメリカ大統領として出廷

辞退したことには批判がないものの、地元メディアにはやはり「シカゴ大

学の法学部教員だったのに出廷しないのか」という声があったという('８，)。

また、陪審裁判をめぐって「不可解な風景」ともいえるのは「陪審ビジ

ネス」の盛況であろう。「訴訟社会」アメリカでは、裁判を左右する法廷

戦術を助言する業務は一種の「陪審ビジネス」となって発達し、弁護側だ

けでなく検察側も利用している。陪審コンサルは、被告の弁護人などに評

決をある程度予見可能にするための陪審対策のノウハウを提供し、裁判勝

敗の鍵を握っているともいわれる(1901。

1970年代初めに誕生し、現在は全米で700社以上あるとされる陪審コン

サルティング会社｡，')は、高額な報酬を対価に、陪審員の心証に関する統

計や世論調査などの様々なデータの分析と、家族構成、職業、宗教、政治
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思想、人種、コミュニティでの役職等を含む陪審候補者のバックランドに

対する綿密な調査及び心理学的アプローチなどにより、依頼人のために－

番有利な陪審員の理想像を構築して「科学的陪審員選定」を売り物にして

いる('92)。重大な事件では、「シャドー・ジュリー」（影の陪審）と呼ばれ

る模擬陪審を作ること('93)や、本番の裁判でも「陪審コンサルタント」と

呼ばれる各分野の専門家が法廷に出向き、弁護人の横で直接アドバイスを

することもある。０J・シンプソン事件の時もこのような会社が動いていた。

この裁判も手掛けて無罪を勝ち取った陪審コンサルティング会社「ディシ

ジヨン・アナリシス」の例を見れば、1985年の設立以来、手掛けた刑事事

件は300件以上もあったが、そのうちの９割は被告側弁護士からの依頼で

あり、１割は検察側が占める。料金は１時間150～500ドルであり、大事件

になると、支払総額は５万～10万ドルにもなるという(ｗ)。

陪審コンサルティング会社を雇えば勝訴する可能性が１割か２割も高く

なるといわれ、コンサル業界は陪審制度のレベル向上に貢献していると胸

を張る一方、大半の陪審裁判は証拠で決まるため、コンサルの影響は限定

的なものであるとの指摘もある('95)。アメリカ各地でいろいろな組織が様々

な方法で陪審制度に関する研究を行ってきたが、この点に関連して繰り返

し出てくる研究結果として、「陪審は証拠に基づいて判断する」というも

のがある。すなわち、被告人の有罪・無罪を決めるのは、弁護士や検察官

の腕前ではなく、世論や感情でもなく、人種差別や偏見でもなく、証拠が

一番決定的ということである(１９６１。いずれにせよ、コンサルが関与する陪

審裁判は陪審制度の初志に反するものとして、陪審制度への信頼が揺らぐ

一因になりかねないように思われる。

（８）陪審制度運用の改革

近年、アメリカでも司法改革の一環として陪審制度運用の見直しが検討

されている。とくに陪審の「暴走例」として知られるＣｌシンプソン裁判

によって露呈された陪審裁判における問題点は、陪審制度改革の原動力と
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iI)なって、陪審制度の運営を改革しようとする気運が高まった。例えば、

今までは刑事事件、特に重罪事件においては厳正を期する観点から、伝統

的に全員一致評決の要件を緩和することにかなりの抵抗が示されていた。

しかし、一部の州ではこうした点を緩和する改革もなされた。例えば、カ

リフォルニア州では、終身刑事件の審理で、陪審審議が６時間以上行われ

た場合には12人中11人の賛成をもって評決が成立できるとする法案が、州

陪審制度改革司法委員会から州議会へ提出された(197)。また、オレゴン州

においても、州憲法により謀殺罪の有罪評決を除き、１２人中１０人の評決を

認めている(198)。ルイジアナ州は、死刑に該当する犯罪以外の重大な事件

においても、法が12人中９人の陪審による全員一致に至らない評決を認め

ている('99)。

陪審制度の手続的な課題についても、いろいろな改革がなされている。

中でも幾つかの州は、公判中の陪審員の質問やメモ取りを原則として認め

るようになった。また、陪審員が裁判を理解する能力に不足があるのでは

ないかという懸念に対し、その改善策として注目されているのはアリゾナ

州における事前（中間）評議の試行である。従来の手続では、評議は公判

が終結した段階で行われ、陪審員が集まって結論を出すものである。途中

で陪審員同士が相談することによって、余計な偏見や予断が個々の陪審員

に入ってしまうことを恐れるので、事前に相談することが、アメリカの陪

審制では想定されていない。しかし、何も話さないことによって、個々の

陪審員が理解不足に陥ったりしていないかということも議論された。アリ

ゾナ州の実験によって、近年では、中間評議の有効性と実施が提唱される

ようになった(200)。

1990年代から始まった全米の陪審改革は、従来の陪審制度の歴史を変え

るともいわれる大きな変革であるが、陪審改革の基本姿勢は、制度運用の

改善であり、「改善の目的は、この制度をより強化するものでなければな

らず、作り変えるものであってはならない｣(20m。「陪審改革の方向は、社

会構成を反映するなるべく多くの市民が、十分かつ快適に、その職責を果
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たせるようにしようとするものであって、決してこの制度を制限しようと

するものではない。そこには、この制度に対するアメリカ社会の信頼を見

ることができる｣(2021。

このように、陪審制は、社会的コストの極めて高い制度であるにもかか

わらず、アメリカ憲法で保障された市民の権利として、民主主義を支える

重要な制度として、司法の不可欠な要素として揺るぎないほどアメリカ社

会に根付いている。様々な問題を投げかける事件がマス・メディアを賑わ

し、批判にさらされているにもかかわらず、合理的な制度にするための様々

な改善案が提起されることはあっても、その廃止を主張する者はいないと

いってよい。とくに刑事陪審を廃止することは、合衆国憲法上の保障があ

ろうがなかろうが、およそ問題となっていない。民事陪審の場合は、合衆

国憲法の修正がなくとも各州の判断で陪審を廃止することができるが、そ

の動きはない。陪審制へのアメリカ市民の信頼度は、弁護士、裁判官、連

邦議会及び連邦最高裁判所に対する信頼度よりも高く、陪審制の廃止論が

盛り上がったことは一度もないといわれる(203)。

合衆国憲法が理想とする陪審裁判がどのような工夫によって実現できる

かを探求することは、アメリカで陪審制度が開始されて以来の課題である。

国民の間では陪審権限の制約を主張する声はその出発点から存在し、陪審

裁判の個別具体的な問題への批判は常にあるが、他方で批判の対象となる

弱点が陪審制度の改善によって解決可能なものとも思われ、実際の改革は

すでに州レベルで進められている。これらの改革は批判と弱点を克服する

ことによって、より強く、しかもより理想的な民主制度の実現をはかろう

とするアメリカ民主主義の考えに基づくものである(2041。

注：

（１）陪審制は、事件ごとに有権者から無作為に選出された陪審員が、裁判官から

独立して事実認定を行い、有罪・無罪を評決し、有罪の場合に裁判官が量刑を

判断する仕組である。
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